
終章  調査結果のまとめと広域地域組織の展望 

福田 竜一 

１. 調査課題と検討事項の分析

まず序章で設定した研究課題に対する分析を行う。本研究資料における各事例の調査結

果は第終－1 表に要約し，第終－2 表には序章で設定した本研究資料の課題に対する分析

結果の要約を示す。なお，既に述べたように，本章の分析は本研究資料と，先に刊行した

農林水産政策研究所（2017）の双方の調査結果に基づいて行う。 

（１） 地域農林業組織と 広域地域組織の一体性の確保と推進に向けた方策の検討

１） 地域農業の範域と広域地域組織の範域との整合性

本研究で対象とした事例について，農政が設定する範域と広域地域組織の範域について

整理した結果を，第終－3 表に示す。 

（ⅰ） 営農関係組織の広域化 

第 1 に，広域地域組織が直接支払制度の集落協定組織や集落営農組織をはじめとする営

農関係組織を基盤としている場合を考える。この場合の範域は，青森県や岩手県の事例で

もみたように，人・農地プランや中山間地域等直接支払制度の集落協定等で設定されてい

る範域によって規定されている。そこで，主に農地集積，農業水利施設等の管理の枠組み

などの地域農政や営農関係の諸事情に基づき，農業関係者らの話し合いによる同意に基づ

いて設定される範域を，ここでは「営農活動の範域」と呼ぶ。

営農活動の範域は常に不変とは限らない。農業者の著しい減少や高齢化などによる担い

手不足，あるいは農業基盤整備事業の実施等を契機とする地域農業の中核的担い手の確保

と育成によって，営農活動の範域の広域的再編が実現しているからである。

そのような広域的再編の結果，営農活動の範域は，歴史的・伝統的に確立された学校区

や旧町村といった「広域的な住民自治の範域」と一致するパターンがある（前掲第終－3
表の「パターン A」）。パターン A では，範域が同じなので，農業者と非農業者との連携が

比較的困難な課題とはなりにくいとも考えられる。

他方，営農活動と広域的な住民自治の二つの範域は一致しない場合もある（前掲第終－

3 表の「パターン B」と「パターン C」）。その場合，農業者と非農業者の連携や協力に必

要となる「調整コスト」が多大となるなどの点では，営農関係組織が非農業者を巻き込ん

だ広域地域組織として活動することは，パターン A よりも困難になり得る。 

－217－



第
終

－
1
表

 
本

研
究

資
料

に
お

け
る

調
査

結
果

の
ま

と
め

 

岐
阜

県

外
ヶ

浜
町

上
小

国
地

区
他

弘
前

市
鬼

楢
（

自
得

）
地

区
新

郷
村

川
代

地
区

一
関

市
本

寺
地

区
奥

州
市

米
里

地
区

花
巻

市
高

松
第

三
行

政
区

恵
那

市
中

野
方

地
区

（
農

）
上

小
国

フ
ァ

ー
ム

（
外

ヶ
浜

町
農

業
・

農
村

活
性

化
協

議
会

）
自

得
地

区
環

境
保

全
会

・
（

農
）

鬼
楢

営
農

組
合

川
代

地
区

振
興

会
本

寺
地

区
地

域
づ

く
り

推
進

協
議

会
鳴

瀬
振

興
組

合
高

松
第

三
行

政
区

ふ
る

さ
と

づ
く

り
協

議
会

中
野

方
地

域
協

議
会

（
中

野
方

運
営

委
員

会
）

人
口

（
人

）
1
5
3

2
,
0
5
7

5
3
5

3
1
2

約
1
,
4
0
0
人

1
8
4

1
,
6
1
1

高
齢

化
率

（
％

）
5
5
（

※
6
0
歳

以
上

）
2
9
.
8

3
8
.
9

5
3
（

※
6
0
歳

以
上

）
4
5
.
2

4
3
.
5

3
9
.
7

集
落

数
（

活
動

範
囲

）

1
旧

小
学

校
区

の
一

部
4

明
治

合
併

村
の

一
部

（
小

学
校

区
）

1
2

明
治

合
併

村
（

旧
小

学
校

区
）

の
一

部
３

明
治

合
併

村
（

小
学

校
区

）
の

一
部

1
9

藩
政

村
（

複
数

小
学

校
区

）
３

明
治

合
併

村
（

小
学

校
区

）
の

一
部

1
1

明
治

合
併

村
（

小
学

校
区

）

総
世

帯
数

5
6

5
1
6

1
6
5

1
0
7

4
9
0

7
2

5
4
4

農
業

地
域

類
型

山
間

農
業

地
域

平
地

農
業

地
域

中
間

農
業

地
域

中
間

農
業

地
域

中
間

農
業

地
域

平
地

農
業

地
域

中
間

農
業

地
域

総
農

家
戸

数
（

戸
）

4
7

3
1
8

1
2
9

6
8

2
4
4

4
2

2
4
5

耕
地

面
積

(
h
a
）

8
5

6
9
2

7
4
2

1
6
0

6
2
3

1
0
9

1
5
6

水
田

率
（

％
）

8
7
.
1

2
4
.
1

3
1
.
8

8
3
.
1

4
9
.
9

9
2
.
7

7
1
.
8

類
　

型
分

離
型

②
（

事
業

組
織

単
独

型
）

分
離

型
②

（
事

業
組

織
単

独
型

）
一

体
型

一
体

型
分

離
型

②
（

事
業

組
織

単
独

型
）

一
体

型
分

離
型

①
（

協
議

組
織

連
携

型
）

中
山

間
地

域
等

直
接

支
払

制
度

の
集

落
組

織
（

県
事

業
の

モ
デ

ル
地

区
に

指
定

）
多

面
的

機
能

支
払

制
度

の
地

域
組

織
住

民
主

導
の

「
自

発
型

組
織

」
（

全
戸

参
加

型
の

小
学

校
P
T
A
）

行
政

主
導

の
「

非
自

発
型

組
織

」
（

文
化

的
遺

産
の

「
保

全
組

織
」

）
中

山
間

地
域

等
直

接
支

払
制

度
の

集
落

組
織

（
複

数
地

域
農

業
組

織
間

の
「

一
体

型
」

）
住

民
主

導
の

「
自

発
型

組
織

」
行

政
主

導
の

「
非

自
発

型
組

織
」

（
地

方
自

治
法

に
よ

る
「

地
域

自
治

区
」

）

2
0
0
1
年

の
中

山
間

地
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等
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接
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払
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度
の
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落

協
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組
織

の
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組
が

最
初

の
地

域
活

動
。
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2
期

に
策

定
し

た
「

集
落

マ
ス

タ
ー
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ラ

ン
」

に
お

い
て

地
域

全
体

に
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し
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集

落
営

農
組
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し
，
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ヶ
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の
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落
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組
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携
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携
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・
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範
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を
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更
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校
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伴
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落
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落
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
圏

形
成

支
援

事
業

」
に

採
択

2
0
0
4
年

に
荘

園
遺

跡
と

共
存

す
る

活
力

あ
る

地
域

づ
く

り
を

進
め

る
組

織
と

し
て

「
本

寺
地

区
地

域
づ

く
り

推
進

協
議

会
」

を
設

立

2
0
0
0
年

の
中

山
間

地
域

等
直

接
支

払
制

度
開

始
時

に
米

里
地

区
の

2
4
集

落
が

そ
れ

ぞ
れ

協
定

を
締

結
。

第
2
期

の
2
0
0
5

年
に

1
3
集

落
の

協
定

を
統

合
し

て
，

鳴
瀬

振
興

組
合

を
設

立
し

，
担

い
手

専
門

部
（

鳴
瀬

営
農

組
合

）
と

産
直

専
門

部
（

米
里

産
直

）
を

新
た

に
立

ち
上

げ
た

2
0
0
8
年

6
名

の
発

起
人

で
「

高
松

第
三

行
政

区
ふ

る
さ

と
地

域
協

議
会

」
設

立
。
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に
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農
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ど
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農
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，
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協
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，
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代

議
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「
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・
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機
関
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・

活
動

」
組

織
と

し
て

の
鳴

瀬
振

興
組

合
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直
払

関
係

）
と

担
い

手
組

織
専

門
部

（
営

農
組

合
）

，
産

直
加

工
専

門
部

（
産

直
事

業
）

で
構

成

部
会

制
は

と
っ

て
い

な
い

が
，

農
業

・
福

祉
の

各
関

連
組

織
と

連
携

し
，

協
議

会
の

取
組

を
実

践

ま
ち

づ
く

り
委

員
会

（
協

議
組

織
）

と
5
部

会
制

（
棚

田
里

山
部

会
，

伝
統

文
化

部
会

，
健

康
福

祉
部

会
，

観
光

振
興

部
会

，
農

業
振

興
部

会
）

※
各

部
会

に
は

実
行

組
織

で
あ

る
構

成
団

体
（

ま
ち

づ
く

り
活

動
を

担
う

団
体

等
）

が
所

属

地
域

農
林

業
と

の
連

携
外

ヶ
浜

農
業

・
農

村
活

性
化

協
議

会
と

し
て

6
次

産
業

化
と

特
産

品
の

開
発

を
青

森
市

や
民

間
業

者
と

連
携

し
て

実
践

多
面

的
機

能
支

払
制

度
に

よ
る

農
地

維
持

活
動

と
資

源
向

上
活

動
（

水
路

の
泥

上
げ

，
農

用
地

・
水

路
・

農
道

等
の

草
刈

，
各

施
設

の
適

正
管

理
等

）
。

な
お

本
地

区
で

は
り

ん
ご

生
産

者
の

支
援

を
通

じ
て

，
個

々
の

生
産

者
の

所
得

向
上

を
実

現
さ

せ
，

地
域

の
持

続
性

を
高

め
る

方
針

地
元

野
菜

の
直

売
の

実
施

な
ど

（
な

お
平

内
町

第
一

藤
沢

地
区

と
七

戸
町

白
石

地
区

で
は

，
地

区
に

無
人

農
産

物
直

売
所

を
新

た
に

設
置

・
運

営
し

て
い

る
）

米
オ

ー
ナ

ー
の

取
組

と
ブ

ラ
ン

ド
米

の
生

産
販

売
（

米
研

究
会

の
取

組
）

，
か

ぼ
ち

ゃ
研

究
会

に
よ

る
か

ぼ
ち

ゃ
生

産
と

加
工

品
の

開
発

。
土

水
路

の
整

備

農
地

・
水

路
等

の
農

業
施

設
の

管
理

保
全

，
集

落
営

農
組

織
，

産
直

販
売

の
地

域
農

業
の

主
要

３
組

織
が

事
実

上
一

体
化

し
て

，
取

組
を

有
機

的
に

実
行

で
き

る
地

域
農

業
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
組

織
と

な
っ

て
い

る

農
園

で
栽

培
し

た
ガ

マ
ズ

ミ
で

ガ
マ

ズ
ミ

ゼ
リ

ー
を

開
発

す
る

な
ど

農
産

加
工

の
取

組
を

実
践

。
農

園
の

取
組

で
は

，
地

域
の

集
落

営
農

組
織

や
6
次

産
業

化
に

取
り

組
む

農
業

協
議

会
組

織
と

も
連

携
。

高
齢

者
の

配
食

サ
ー

ビ
ス

に
も

取
り

組
む

計
画

あ
り

え
な

栗
園

，
ア

グ
リ

ア
シ

ス
ト

中
野

方
が

，
地

域
農

業
の

活
性

化
や

農
地

管
理

に
取

り
組

む
。

棚
田

の
保

全
N
P
O
。

木
の

駅
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
，

水
源

の
森

委
員

会
で

森
林

資
源

の
利

用
や

管
理

に
取

り
組

む

伝
統

文
化

・
芸

能
の

保
全

中
山

間
地

域
等

直
接

支
払

制
度

の
上

小
国

集
落

協
定

で
祭

事
（

神
社

の
お

祭
り

，
岩

木
山

の
お

山
参

詣
）

の
開

催
を

支
援

多
面

的
機

能
支

払
制

度
に

よ
る

多
面

的
機

能
の

推
進

を
図

る
活

動
（

祭
事

の
開

催
支

援
）

郷
土

芸
能

「
南

部
大

黒
舞

」
の

門
付

け
「

中
尊

寺
米

納
め

」
の

実
施

，
土

水
路

整
備

等
を

通
じ

た
文

化
遺

産
（

景
観

）
の

保
全

活
動

-
-

伝
統

文
化

部
会

に
よ

る
伝

統
芸

能
等

の
保

存
会

の
活

動

生
活

支
援

活
動

-
-

特
に

な
し

（
な

お
五

所
川

原
市

七
和

地
区

で
は

，
広

域
地

域
組

織
の

メ
ン

バ
ー

で
も

あ
る

社
会

福
祉

法
人

の
職

員
主

体
で

，
高

齢
者

の
生

活
支

援
に

取
り

組
む

）

-
-

N
P
O
法

人
「

ま
め

に
暮

ら
そ

ま
い

会
」

に
よ

る
各

種
事

業
（

外
出

支
援

，
育

児
支

援
，

高
齢

者
支

援
）

地
域

貢
献

活
動

上
小

国
地

区
で

は
，

未
利

用
地

の
た

め
池

を
再

生
し

て
「

ビ
オ

ト
ー

プ
池

」
を

つ
く

り
，

子
ど

も
会

と
連

携
し

て
昆

虫
や

魚
な

ど
の

放
流

を
実

施
し

た
。

こ
の

他
，

中
山

間
地

域
等

直
接

支
払

制
度

で
学

校
田

や
環

境
美

化
（

花
い

っ
ぱ

い
活

動
）

を
実

施
。

企
業

の
農

業
支

援
活

動
（

C
S
R
)
も

実
施

多
面

的
機

能
支

払
制

度
に

よ
る

資
源

向
上

活
動

（
景

観
形

成
の

た
め

の
清

掃
活

動
，

花
壇

の
管

理
整

備
）

，
啓

発
普

及
活

動
（

小
学

校
の

学
習

田
の

取
組

）
な

ど

中
学

生
の

そ
ば

打
ち

体
験

，
ス

ポ
ー

ツ
交

流
大

会
，

夏
祭

り
，

環
境

奉
仕

活
動

な
ど

８
月

の
「

納
涼

祭
」

の
実

施
な

ど

地
域

内
外

の
外

部
組

織
（

自
治

会
，

老
人

ク
ラ

ブ
，

賢
治

街
道

を
歩

く
会

）
と

の
連

携
に

よ
り

環
境

美
化

活
動

，
児

童
向

け
の

学
習

会
の

開
催

な
ど

を
実

施
。

組
合

で
「

水
辺

の
教

室
」

と
称

し
て

，
生

き
物

調
査

や
水

質
調

査
，

川
魚

の
稚

魚
の

放
流

を
地

区
内

の
小

学
校

児
童

を
対

象
に

実
施

。
途

絶
え

て
い

た
地

区
の

「
盆

踊
り

」
に

代
わ

り
，

「
ふ

れ
あ

い
交

流
会

」
を

開
催

各
委

員
会

の
実

行
組

織
で

各
種

の
地

域
貢

献
活

動
を

実
践

し
て

お
り

，
そ

の
活

動
内

容
は

多
岐

に
及

ぶ

人
材

確
保

上
小

国
フ

ァ
ー

ム
で

は
，

現
在

地
区

外
へ

他
出

し
て

い
る

人
た

ち
が

将
来

帰
郷

し
た

時
に

地
域

で
雇

用
を

提
供

す
る

こ
と

を
念

頭
に

お
い

て
い

る
。

ま
た

営
農

作
業

は
計

画
的

に
地

区
住

民
に

委
ね

る
よ

う
配

慮
し

，
特

に
女

性
や

高
齢

者
等

の
補

助
的

労
働

力
の

活
用

と
彼

ら
へ

の
利

益
配

分
を

重
視

し
て

い
る

多
面

的
機

能
支

払
制

度
に

よ
る

自
得

地
区

環
境

保
全

会
や

鬼
楢

営
農

組
合

の
事

業
活

動
等

を
通

じ
た

地
域

農
業

生
産

へ
の

支
援

対
策

を
通

じ
て

，
農

業
の

担
い

手
確

保
を

目
指

す
。

他
方

で
地

域
の

歴
史

を
語

り
伝

え
る

弁
士

等
の

後
継

者
育

成
に

も
取

り
組

む
予

定

キ
ー

パ
ー

ソ
ン

と
な

る
複

数
の

人
材

を
交

代
で

振
興

会
会

長
に

任
命

し
，

複
数

の
会

長
経

験
者

が
組

織
運

営
に

コ
ミ

ッ
ト

す
る

体
制

の
構

築
。

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

プ
の

開
催

現
時

点
で

は
，

特
に

取
組

が
で

き
て

お
ら

ず
，

今
後

の
課

題
現

時
点

で
は

，
特

に
取

組
が

で
き

て
お

ら
ず

，
今

後
の

課
題

現
時

点
で

は
特

に
人

材
確

保
に

特
化

し
た

取
組

は
無

い
が

，
地

域
貢

献
事

業
を

行
う

こ
と

で
地

域
が

ま
と

ま
り

，
移

住
者

の
呼

び
込

み
や

移
住

者
の

地
域

活
動

へ
の

参
加

率
向

上
な

ど
の

効
果

が
み

ら
れ

る

地
域

協
議

会
に

空
き

家
の

貸
借

の
仲

介
や

管
理

を
担

う
委

員
会

（
お

ん
さ

い
委

員
会

）
を

設
置

。
空

き
家

見
学

会
を

実
施

す
る

他
，

借
り

手
（

移
住

希
望

者
）

に
面

接
を

行
う

な
ど

の
活

動
も

実
施

。
最

近
２

～
３

年
で

合
計

３
世

帯
の

移
住

実
績

あ
り

（
こ

の
他

，
串

原
地

域
自

治
区

の
N
P
O
法

人
が

空
き

家
リ

フ
ォ

ー
ム

と
移

住
者

へ
の

手
厚

い
支

援
で

成
果

を
あ

げ
て

い
る

）

行
政

（
地

方
自

治
体

・
国

）

・
町

は
外

ヶ
浜

町
農

業
・

農
村

活
性

化
協

議
会

へ
の

オ
ブ

ザ
ー

バ
ー

参
加

と
拠

点
施

設
と

な
る

旧
小

学
校

校
舎

施
設

の
利

用
を

認
め

る
・

県
「

地
域

経
営

」
の

モ
デ

ル
経

営
体

の
指

定
と

支
援

・
市

県
が

自
得

地
区

環
境

保
全

会
を

は
じ

め
と

す
る

鬼
楢

地
区

の
様

々
な

活
動

を
支

援
・

県
は

多
面

的
機

能
支

払
制

度
導

入
前

の
実

験
事

業
と

し
て

モ
デ

ル
地

区
に

指
定

し
，

本
会

の
前

身
組

織
の

立
ち

上
げ

段
階

か
ら

支
援

・
旧

小
学

校
校

舎
施

設
の

利
用

を
川

代
も

の
づ

く
り

学
校

と
し

て
村

が
許

可
，

村
職

員
に

よ
る

活
動

支
援

（
事

務
局

業
務

等
）

，
助

成
金

の
支

給
（

環
境

整
備

等
）

・
県

「
集

落
経

営
再

生
・

活
性

化
事

業
」

・
総

務
省

「
過

疎
地

域
等

集
落

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

圏
形

成
支

援
事

業
」

（
な

お
五

所
川

原
市

七
和

地
区

で
も

同
事

業
の

採
択

を
受

け
て

い
る

）

土
水

路
整

備
で

は
市

職
員

有
志

が
支

援
2
0
1
6
年

度
の

地
域

ビ
ジ

ョ
ン

作
成

モ
デ

ル
地

区
に

採
択

さ
れ

て
お

り
，

県
「

い
わ

て
中

山
間

地
域

い
き

い
き

暮
ら

し
活

動
支

援
事

業
」

を
利

用

・
2
0
1
6
年

度
の

地
域

ビ
ジ

ョ
ン

作
成

モ
デ

ル
地

区
に

採
択

さ
れ

て
お

り
，

県
「

い
わ

て
中

山
間

地
域

い
き

い
き

暮
ら

し
活

動
支

援
事

業
」

を
利

用
・

市
と

高
齢

者
向

け
サ

ロ
ン

で
の

連
携

運
営

委
員

会
の

事
務

局
業

務
を

市
役

所
の

地
域

振
興

事
務

所
が

支
援

農
協

・
N
P
O
・

大
学

・
民

間
等

J
A
あ

お
も

り
に

よ
る

外
ヶ

浜
町

農
業

・
農

村
活

性
化

協
議

会
へ

の
参

加
や

集
落

営
農

組
織

の
営

農
活

動
支

援
な

ど

県
内

の
N
P
O
法

人
，

県
土

地
改

良
団

体
連

合
会

，
弘

前
大

学
の

協
力

や
連

携
，

公
益

財
団

の
支

援
事

業
の

資
金

支
援

を
受

け
る

な
ど

し
て

，
「

歴
史

と
伝

説
の

里
『

鬼
沢

の
会

』
」

と
農

業
体

験
，

地
域

の
伝

承
を

モ
チ

ー
フ

と
し

た
創

作
劇

の
上

演
他

，
地

域
活

性
化

に
資

す
る

活
動

等
を

実
施

県
モ

デ
ル

事
業

に
よ

る
弘

前
大

学
，

県
内

外
の

他
地

区
（

平
内

町
第

一
藤

沢
地

区
他

）
と

の
連

携
。

（
一

財
）

自
治

総
合

セ
ン

タ
ー

「
一

般
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
助

成
事

業
」

の
利

用

大
学

生
に

よ
る

稲
刈

り
体

験
交

流
会

へ
の

参
加

。
米

研
究

会
へ

の
農

協
の

参
加

。
土

水
路

整
備

作
業

で
一

関
市

の
水

道
組

合
や

建
設

業
協

会
，

市
役

所
の

管
理

職
会

他
か

ら
の

支
援

な
ど

産
直

の
取

組
で

大
型

小
売

店
と

提
携

し
て

米
里

地
区

の
農

産
物

を
販

売

岩
手

県
立

大
学

の
教

員
に

助
言

や
支

援
を

受
け

て
い

る
。

J
A
い

わ
て

花
巻

矢
沢

支
店

に
よ

る
収

穫
作

業
の

支
援

，
J
A

い
わ

て
グ

ル
ー

プ
「

暮
ら

し
の

活
動

推
進

対
策

事
業

」
の

利
用

中
野

方
地

区
農

業
協

議
会

で
は

J
A
の

ひ
が

し
み

の
恵

那
北

部
支

店
が

事
務

局
業

務
な

ど
を

担
当

す
る

な
ど

支
援

。
水

源
の

森
実

行
委

員
会

で
は

岐
阜

県
と

恵
那

市
の

他
コ

カ
・

コ
ー

ラ
イ

ー
ス

ト
ジ

ャ
パ

ン
社

と
水

資
源

涵
養

に
関

す
る

協
定

を
締

結

外 部 組 織 等 に よ る 支 援 ・ 連 携主 な 活 動 状 況

青
森

県
岩

手
県

地 域 概 況 組 織 の 概 要

組
織

の
設

立
経

緯

共
同

農
園

の
取

組
み

で
，

福
祉

施
設

や
保

育
園

と
連

携
し

て
収

穫
を

行
う

他
，

食
材

の
提

供
も

す
る

。
高

齢
者

等
の

外
出

支
援

・
見

守
り

活
動

，
高

齢
者

向
け

サ
ロ

ン
活

動
（

健
康

相
談

な
ど

）

資
料

：
農
業

セ
ン
サ
ス
，
聞
き
取
り
調
査
結
果
等
よ
り
筆
者

作
成
．

な
お
紙

幅
の

都
合

で
い

く
つ
か

の
事
例

は
割
愛

し
た

．

注
．

青
森
県

外
ヶ
浜
町
上
小
国
地
区
の
農
家
戸
数
は
聞
き
取

り
調
査

に
基
づ

く
数

値
で

あ
る

．

－218－
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表

 
主

な
分

析
結

果

本
研

究
資

料
の

課
題

主
な

検
討

事
項

具
体

的
な

分
析

事
項

主
な

分
析

結
果

地
域

農
業

の
範

域
と

広
域

地
域

組
織

の
範

域
と

の
整

合
性

・
広

域
地

域
組

織
の

設
定

す
る

範
域

に
は

，
「

（
広

域
化

し
た

）
営

農
活

動
の

範
域

」
，

「
広

域
的

な
住

民
自

治
の

範
域

」
，

「
制

度
的

な
範

域
」

の
3
つ

に
分

類
さ

れ
，

こ
れ

ら
が

一
致

す
る

場
合

，
い

な
い

場
合

な
ど

に
よ

っ
て

様
々

な
パ

タ
ー

ン
が

あ
る

こ
と

が
見

出
さ

れ
た

。
他

方
，

こ
れ

ら
の

異
な

る
範

域
を

一
致

さ
せ

る
「

圧
力

」
は

地
域

自
治

区
の

よ
う

な
市

町
村

が
設

定
す

る
「

制
度

的
な

範
域

」
に

お
い

て
最

も
か

か
り

や
す

い
。

広
域

地
域

組
織

に
は

競
争

や
効

率
化

の
イ

ン
セ

ン
テ

ィ
ブ

に
乏

し
い

た
め

，
自

発
的

な
努

力
や

交
渉

等
に

よ
っ

て
範

域
の

統
合

化
が

進
む

こ
と

は
難

し
く

，
自

治
体

が
こ

れ
を

主
導

す
る

必
要

が
あ

る

集
落

営
農

組
織

が
核

と
な

っ
た

広
域

地
域

組
織

の
活

動
の

成
果

と
課

題

・
集

落
営

農
組

織
が

核
と

な
っ

て
成

立
す

る
広

域
地

域
組

織
の

活
動

を
支

援
す

る
た

め
に

は
，

同
時

に
非

農
家

の
住

民
主

導
の

地
域

づ
く

り
支

援
が

必
要

で
あ

る
。

そ
こ

で
着

目
す

べ
き

は
，

多
面

的
機

能
支

払
の

協
定

組
織

の
活

動
の

活
発

化
な

ど
を

通
じ

て
，

農
業

者
と

非
農

業
者

と
の

緩
や

か
な

連
携

に
基

づ
く

広
域

地
域

組
織

形
成

が
必

要
で

あ
る

広
域

地
域

組
織

に
よ

る
移

住
・

定
住

希
望

者
の

「
呼

び
込

み
」

の
実

態

・
広

域
地

域
組

織
に

よ
る

移
住

・
定

住
希

望
者

の
「

呼
び

込
み

」
活

動
は

，
総

じ
て

い
え

ば
，

現
時

点
で

は
非

常
に

低
調

だ
と

言
わ

ざ
る

を
え

な
い

。
し

か
し

，
移

住
・

定
住

希
望

者
の

呼
び

込
み

で
成

果
を

あ
げ

た
地

域
の

一
部

で
は

，
集

落
や

広
域

地
域

組
織

の
地

域
活

動
に

住
民

全
体

が
熱

心
に

取
り

組
ん

で
お

り
，

そ
の

こ
と

が
様

々
な

形
で

具
現

化
し

て
い

る
こ

と
も

指
摘

で
き

る

外
部

人
材

に
よ

る
新

た
な

活
動

や
組

織
化

の
動

き
と

成
果

・
一

部
の

事
例

で
は

，
移

住
者

受
け

入
れ

に
よ

っ
て

，
こ

れ
ま

で
に

な
い

新
た

な
動

き
が

生
ま

れ
て

お
り

，
成

果
が

す
で

に
明

ら
か

に
な

っ
て

い
る

。
他

方
，

移
住

者
へ

の
支

援
は

移
住

者
の

生
活

の
深

い
領

域
ま

で
責

任
を

持
っ

て
関

わ
ら

な
け

れ
ば

な
ら

ず
，

そ
れ

は
容

易
な

こ
と

で
は

な
い

人
材

群
の

形
成

に
よ

る
広

域
地

域
組

織
の

リ
ー

ダ
ー

育
成

・
確

保

・
「

リ
ー

ダ
ー

群
」

を
組

織
内

に
形

成
さ

せ
る

こ
と

に
よ

っ
て

，
広

域
地

域
組

織
の

運
営

に
お

い
て

そ
の

円
滑

化
と

安
定

性
と

持
続

性
を

高
め

る
効

果
が

期
待

で
き

る
事

例
が

見
受

け
ら

れ
た

が
，

大
半

の
広

域
地

域
組

織
で

は
一

部
の

リ
ー

ダ
ー

有
志

に
よ

っ
て

取
組

が
進

め
ら

れ
て

お
り

，
次

世
代

リ
ー

ダ
ー

の
育

成
と

確
保

が
課

題
で

あ
る

自
治

体
に

よ
る

地
域

づ
く

り
支

援
施

策
の

特
徴

と
比

較
分

析

・
各

自
治

体
の

地
域

づ
く

り
支

援
施

策
は

モ
デ

ル
事

業
で

実
施

す
る

か
，

も
し

く
は

支
援

対
象

者
（

受
益

者
）

を
あ

ま
り

特
定

化
し

な
い

場
合

が
多

く
見

受
け

ら
れ

る
。

す
な

わ
ち

，
地

域
づ

く
り

支
援

施
策

は
政

策
の

効
率

性
よ

り
も

公
正

性
（

だ
れ

も
が

等
し

く
政

策
に

ア
ク

セ
ス

で
き

る
）

を
重

視
し

が
ち

で
あ

る
。

他
方

で
，

効
率

性
を

重
視

す
る

た
め

に
も

，
広

域
地

域
組

織
の

「
発

展
段

階
」

に
応

じ
た

支
援

メ
ニ

ュ
ー

を
用

意
す

る
こ

と
が

望
ま

し
く

，
実

際
に

そ
の

よ
う

な
支

援
を

行
っ

て
い

る
県

も
あ

る

広
域

地
域

組
織

の
組

織
体

制
や

活
動

内
容

等
に

着
目

し
た

比
較

分
析

・
調

査
対

象
と

し
た

各
事

例
を

①
ガ

バ
ナ

ン
ス

，
②

主
導

主
体

，
③

組
織

体
制

，
④

参
画

主
体

の
4
つ

の
観

点
か

ら
整

理
し

，
主

導
主

体
と

組
織

体
制

の
関

係
性

を
明

ら
か

に
し

た
。

ま
た

主
導

主
体

が
営

農
組

織
で

あ
る

場
合

に
特

に
着

目
し

て
，

営
農

組
織

が
核

と
な

っ
た

広
域

地
域

組
織

に
新

た
な

可
能

性
が

あ
る

こ
と

を
指

摘
し

た

中
間

支
援

組
織

に
よ

る
地

域
づ

く
り

支
援

の
役

割
分

担
の

実
態

・
広

域
地

域
組

織
の

総
合

性
を

発
揮

す
る

上
で

，
行

政
の

連
携

は
2
つ

の
レ

ベ
ル

（
県

と
市

町
村

，
県

あ
る

い
は

市
町

村
内

部
部

局
間

）
で

の
連

携
が

図
ら

れ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
が

，
現

実
に

は
不

十
分

で
あ

る
。

民
間

の
中

間
支

援
組

織
で

は
，

大
学

に
よ

る
支

援
が

今
の

と
こ

ろ
最

も
成

果
を

あ
げ

て
い

る
。

ま
た

農
協

に
よ

る
支

援
が

成
果

を
あ

げ
て

い
る

事
例

も
あ

り
，

農
協

は
広

域
地

域
組

織
の

有
力

な
支

援
主

体
と

し
て

そ
の

あ
り

方
を

検
討

す
る

必
要

性
が

高
い

一
体

型
と

分
離

型
で

比
較

し
た

利
益

分
配

や
リ

ス
ク

管
理

の
特

徴
や

違
い

・
一

体
型

の
場

合
，

地
域

全
体

が
関

わ
っ

て
い

る
こ

と
も

あ
り

，
リ

ス
ク

の
あ

る
事

業
に

取
り

組
む

の
は

困
難

で
あ

る
た

め
，

リ
ス

ク
の

あ
る

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

は
，

分
離

型
に

せ
ざ

る
を

得
な

い
。

他
方

で
分

離
型

の
場

合
，

協
議

組
織

と
実

行
組

織
と

の
間

で
ど

の
よ

う
な

権
限

や
責

任
の

体
系

を
作

る
か

が
課

題
に

な
っ

て
い

る

広
域

地
域

組
織

の
活

動
成

果
の

把
握

と
評

価
・

企
業

や
行

政
と

は
異

な
っ

た
行

動
規

範
を

持
つ

と
い

う
広

域
地

域
組

織
の

特
有

事
情

か
ら

，
取

組
の

収
益

性
や

効
率

性
よ

り
継

続
性

や
安

定
性

を
重

視
し

が
ち

で
あ

る
。

広
域

地
域

組
織

の
取

組
や

事
業

の
成

果
は

主
観

的
に

評
価

さ
れ

る
た

め
，

そ
の

成
果

も
曖

昧
で

捉
え

に
に

く
い

範
域

に
応

じ
た

地
域

課
題

の
違

い
と

対
応

状
況

・
集

落
，

小
学

校
区

，
旧

町
村

と
い

っ
た

範
域

の
大

き
さ

に
よ

っ
て

，
取

り
組

む
べ

き
地

域
課

題
や

問
題

解
決

を
図

る
上

で
の

最
適

な
広

域
地

域
組

織
の

範
域

は
明

確
に

異
な

る
。

そ
れ

は
集

落
，

広
域

地
域

組
織

，
行

政
と

い
っ

た
取

り
組

み
主

体
に

応
じ

た
互

い
の

補
完

性
を

発
揮

す
る

余
地

が
あ

る
こ

と
を

意
味

し
て

い
る

広
域

地
域

組
織

の
地

域
貢

献
活

動
が

地
域

の
「

ま
と

ま
り

」
の

創
出

と
再

生
に

果
た

す
役

割

・
維

持
が

で
き

な
く

な
っ

て
い

た
祭

事
や

イ
ベ

ン
ト

な
ど

を
広

域
地

域
組

織
の

設
立

を
契

機
と

し
て

「
復

活
」

さ
せ

る
こ

と
は

，
間

接
的

な
地

域
社

会
の

利
害

調
整

機
能

を
果

た
し

て
お

り
，

そ
れ

が
広

域
地

域
組

織
の

地
域

内
で

の
「

求
心

力
」

の
確

保
・

向
上

に
つ

な
が

る
こ

と
で

，
広

域
地

域
組

織
が

次
の

発
展

段
階

へ
と

進
む

こ
と

も
可

能
で

あ
る

・
地

域
貢

献
活

動
の

う
ち

，
伝

統
芸

能
や

祭
事

に
関

わ
る

取
組

は
，

地
域

の
ア

イ
デ

ン
テ

ィ
テ

ィ
の

喪
失

へ
の

対
抗

で
あ

り
，

広
域

地
域

組
織

の
「

求
心

力
」

の
向

上
に

つ
な

が
る

。
こ

の
他

福
祉

や
教

育
の

取
組

に
つ

い
て

も
活

動
そ

れ
自

体
の

公
益

性
や

有
益

性
と

共
に

，
そ

れ
を

行
う

広
域

地
域

組
織

の
地

域
代

表
性

を
住

民
か

ら
獲

得
す

る
こ

と
に

つ
な

が
る

効
果

も
あ

る

①
地

域
農

林
業

組
織

と
広

域
地

域
組

織
の

一
体

性
の

確
保

と
推

進
に

向
け

た
方

策
の

検
討

・
地

域
農

林
業

組
織

が
果

た
す

地
域

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

機
能

に
お

け
る

役
割

や
機

能
・

地
域

農
林

業
組

織
と

広
域

地
域

組
織

と
の

連
携

可
能

性

④
共

的
セ

ク
タ

ー
と

し
て

の
広

域
地

域
組

織
の

位
置

づ
け

と
そ

の
「

二
面

性
」

に
伴

う
問

題

・
広

域
地

域
組

織
に

お
け

る
協

議
組

織
と

実
行

組
織

の
関

係
・

広
域

地
域

組
織

の
活

動
成

果
の

地
域

全
体

へ
の

裨
益

，
リ

ス
ク

管
理

の
あ

り
方

⑤
広

域
地

域
組

織
が

取
り

組
む

「
地

域
課

題
」

の
対

象
に

関
す

る
問

題

・
広

域
地

域
組

織
が

設
定

す
る

「
地

域
課

題
」

の
特

徴
・

複
雑

化
す

る
地

域
社

会
の

課
題

に
対

応
し

う
る

利
害

調
整

の
役

割
・

伝
統

文
化

・
祭

事
の

保
全

，
福

祉
，

教
育

な
ど

の
地

域
貢

献
活

動
に

係
る

広
域

地
域

組
織

の
役

割

②
人

材
の

確
保

と
育

成
の

推
進

に
向

け
た

方
策

の
検

討

・
内

部
人

材
と

外
部

人
材

の
果

た
す

役
割

分
担

・
広

域
地

域
組

織
の

人
材

育
成

に
係

る
優

位
性

・
多

世
代

で
世

代
交

代
が

で
き

る
「

人
材

群
」

（
複

数
型

リ
ー

ダ
ー

）
の

形
成

③
地

域
の

総
合

性
の

発
揮

を
担

う
広

域
地

域
組

織
の

育
成

に
向

け
た

方
策

の
検

討

・
広

域
地

域
組

織
の

課
題

克
服

へ
の

政
策

的
支

援
等

の
あ

り
方

・
行

政
間

連
携

や
中

間
支

援
組

織
等

の
多

様
な

組
織

の
役

割

資
料

：
筆
者

作
成
．

第
終

－
1
表

本
研

究
資

料
に

お
け

る
調

査
結

果
の

ま
と

め

岐
阜

県

外
ヶ

浜
町

上
小

国
地

区
他

弘
前

市
鬼

楢
（

自
得

）
地

区
新

郷
村

川
代

地
区

一
関

市
本

寺
地

区
奥

州
市

米
里

地
区

花
巻

市
高

松
第

三
行

政
区

恵
那

市
中

野
方

地
区

（
農

）
上

小
国

フ
ァ

ー
ム

（
外

ヶ
浜

町
農

業
・

農
村

活
性

化
協

議
会

）
自

得
地

区
環

境
保

全
会

・
（

農
）

鬼
楢

営
農

組
合

川
代

地
区

振
興

会
本

寺
地

区
地

域
づ

く
り

推
進

協
議

会
鳴

瀬
振

興
組

合
高

松
第

三
行

政
区

ふ
る

さ
と

づ
く

り
協

議
会

中
野

方
地

域
協

議
会

（
中

野
方

運
営

委
員

会
）

人
口

（
人

）
1
5
3

2
,
0
5
7

5
3
5

3
1
2

約
1
,
4
0
0
人

1
8
4

1
,
6
1
1

高
齢

化
率

（
％

）
5
5
（

※
6
0
歳

以
上

）
2
9
.
8

3
8
.
9

5
3
（

※
6
0
歳

以
上

）
4
5
.
2

4
3
.
5

3
9
.
7

集
落

数
（

活
動

範
囲

）

1
旧

小
学

校
区

の
一

部
4

明
治

合
併

村
の

一
部

（
小

学
校

区
）

1
2

明
治

合
併

村
（

旧
小

学
校

区
）

の
一

部
３

明
治

合
併

村
（

小
学

校
区

）
の

一
部

1
9

藩
政

村
（

複
数

小
学

校
区

）
３

明
治

合
併

村
（

小
学

校
区

）
の

一
部

1
1

明
治

合
併

村
（

小
学

校
区

）

総
世

帯
数

5
6

5
1
6

1
6
5

1
0
7

4
9
0

7
2

5
4
4

農
業

地
域

類
型

山
間

農
業

地
域

平
地

農
業

地
域

中
間

農
業

地
域

中
間

農
業

地
域

中
間

農
業

地
域

平
地

農
業

地
域

中
間

農
業

地
域

総
農

家
戸

数
（

戸
）

4
7

3
1
8

1
2
9

6
8

2
4
4

4
2

2
4
5

耕
地

面
積

(
h
a
）

8
5

6
9
2

7
4
2

1
6
0

6
2
3

1
0
9

1
5
6

水
田

率
（

％
）

8
7
.
1

2
4
.
1

3
1
.
8

8
3
.
1

4
9
.
9

9
2
.
7

7
1
.
8

類
　

型
分

離
型

②
（

事
業

組
織

単
独

型
）

分
離

型
②

（
事

業
組

織
単

独
型

）
一

体
型

一
体

型
分

離
型

②
（

事
業

組
織

単
独

型
）

一
体

型
分

離
型

①
（

協
議

組
織

連
携

型
）

中
山

間
地

域
等

直
接

支
払

制
度

の
集

落
組

織
（

県
事

業
の

モ
デ

ル
地

区
に

指
定

）
多

面
的

機
能

支
払

制
度

の
地

域
組

織
住

民
主

導
の

「
自

発
型

組
織

」
（

全
戸

参
加

型
の

小
学

校
P
T
A
）

行
政

主
導

の
「

非
自

発
型

組
織

」
（

文
化

的
遺

産
の

「
保

全
組

織
」

）
中

山
間

地
域

等
直

接
支

払
制

度
の

集
落

組
織

（
複

数
地

域
農

業
組

織
間

の
「

一
体

型
」

）
住

民
主

導
の

「
自

発
型

組
織

」
行

政
主

導
の

「
非

自
発

型
組

織
」

（
地

方
自

治
法

に
よ

る
「

地
域

自
治

区
」

）

2
0
0
1
年

の
中

山
間

地
域

等
直

接
支

払
制

度
の

集
落

協
定

組
織

の
取

組
が

最
初

の
地

域
活

動
。

第
2
期

に
策

定
し

た
「

集
落

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
」

に
お

い
て

地
域

全
体

に
配

慮
し

た
活

動
を

実
践

。
そ

の
後

，
集

落
営

農
組

織
を

設
立

し
，

外
ヶ

浜
町

内
の

他
地

区
の

集
落

営
農

組
織

等
と

の
連

携
の

た
め

，
2
0
0
9
年

に
協

議
会

を
立

ち
上

げ

2
0
0
5
年

に
営

農
組

合
と

土
地

改
良

区
が

連
携

し
，

町
会

を
通

じ
て

住
民

に
支

援
を

要
請

。
2
0
0
6
年

農
業

者
・

非
農

業
者

，
各

種
団

体
（

P
T
A
，

公
民

館
な

ど
）

が
「

自
得

地
区

環
境

保
全

隊
」

を
結

成
（

県
モ

デ
ル

事
業

に
指

定
）

。
2
0
0
7

年
度

に
活

動
範

囲
を

鬼
楢

地
区

（
自

得
小

学
校

区
）

全
体

に
拡

大
。

2
0
1
2
年

度
「

自
得

地
区

環
境

保
全

会
」

に
名

称
変

更

2
0
1
1
年

の
小

学
校

閉
校

に
伴

い
解

散
し

た
全

戸
参

加
の

小
学

校
P
T
A
に

代
わ

る
組

織
と

し
て

2
0
1
1
年

5
月

に
川

代
地

区
振

興
会

を
設

立
。

2
0
1
4
年

度
に

青
森

県
「

集
落

経
営

再
生

・
活

性
化

事
業

」
に

採
択

。
2
0
1
5
年

度
に

総
務

省
「

過
疎

地
域

等
集

落
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
圏

形
成

支
援

事
業

」
に

採
択

2
0
0
4
年

に
荘

園
遺

跡
と

共
存

す
る

活
力

あ
る

地
域

づ
く

り
を

進
め

る
組

織
と

し
て

「
本

寺
地

区
地

域
づ

く
り

推
進

協
議

会
」

を
設

立

2
0
0
0
年

の
中

山
間

地
域

等
直

接
支

払
制

度
開

始
時

に
米

里
地

区
の

2
4
集

落
が

そ
れ

ぞ
れ

協
定

を
締

結
。

第
2
期

の
2
0
0
5

年
に

1
3
集

落
の

協
定

を
統

合
し

て
，

鳴
瀬

振
興

組
合

を
設

立
し

，
担

い
手

専
門

部
（

鳴
瀬

営
農

組
合

）
と

産
直

専
門

部
（

米
里

産
直

）
を

新
た

に
立

ち
上

げ
た

2
0
0
8
年

6
名

の
発

起
人

で
「

高
松

第
三

行
政

区
ふ

る
さ

と
地

域
協

議
会

」
設

立
。

そ
の

後
に

「
関

連
組

織
」

と
し

て
2
0
1
0
年

に
「

高
松

農
業

・
農

村
振

興
協

議
会

」
，

2
0
1
6
年

に
「

ふ
る

さ
と

や
さ

わ
元

気
村

協
議

会
」

も
相

次
い

で
設

立
さ

れ
た

2
0
0
4
年

恵
那

市
に

よ
る

地
域

自
治

区
制

度
の

導
入

時
に

市
主

導
で

各
地

域
自

治
区

に
住

民
が

運
営

す
る

「
ま

ち
づ

く
り

委
員

会
」

を
創

設

組
織

体
制

（
ガ

バ
ナ

ン
ス

）

集
落

営
農

組
織

，
中

山
間

地
域

等
直

接
支

払
制

度
の

集
落

協
定

組
織

（
他

集
落

の
集

落
営

農
組

織
も

メ
ン

バ
ー

）
，

多
面

的
機

能
支

払
制

度
の

協
定

組
織

等
が

連
携

。
外

ヶ
浜

町
農

業
・

農
村

活
性

化
協

議
会

に
は

自
治

会
も

メ
ン

バ
ー

保
全

会
メ

ン
バ

ー
は

農
業

者
2
9
5
名

，
非

農
業

者
3
5
1
名

，
参

加
団

体
は

地
域

活
動

団
体

（
町

会
・

公
民

館
，

子
供

会
，

小
学

校
P
T
A
，

神
社

氏
子

な
ど

）
と

営
農

活
動

主
体

（
営

農
組

合
，

土
地

改
良

区
，

農
協

な
で

）
の

合
計

2
8
団

体
で

構
成

会
長

，
副

会
長

2
名

，
監

事
2
名

の
他

，
評

議
員

（
各

常
会

長
）

，
顧

問
4
名

。
3
委

員
会

の
他

1
ク

ラ
ブ

も
委

員
会

並
の

扱
い

。
閉

校
し

た
小

学
校

を
拠

点
施

設
と

し
て

取
り

組
む

川
代

も
の

づ
く

り
学

校
で

は
様

々
な

活
動

を
実

践

4
部

会
制

（
地

域
お

こ
し

部
会

，
地

域
営

農
部

会
，

景
観

部
会

，
女

性
部

会
）

総
会

，
理

事
会

,
代

議
員

に
よ

る
「

協
議

・
執

行
」

機
関

と
，

「
実

行
・

活
動

」
組

織
と

し
て

の
鳴

瀬
振

興
組

合
（

直
払

関
係

）
と

担
い

手
組

織
専

門
部

（
営

農
組

合
）

，
産

直
加

工
専

門
部

（
産

直
事

業
）

で
構

成

部
会

制
は

と
っ

て
い

な
い

が
，

農
業

・
福

祉
の

各
関

連
組

織
と

連
携

し
，

協
議

会
の

取
組

を
実

践

ま
ち

づ
く

り
委

員
会

（
協

議
組

織
）

と
5
部

会
制

（
棚

田
里

山
部

会
，

伝
統

文
化

部
会

，
健

康
福

祉
部

会
，

観
光

振
興

部
会

，
農

業
振

興
部

会
）

※
各

部
会

に
は

実
行

組
織

で
あ

る
構

成
団

体
（

ま
ち

づ
く

り
活

動
を

担
う

団
体

等
）

が
所

属

地
域

農
林

業
と

の
連

携
外

ヶ
浜

農
業

・
農

村
活

性
化

協
議

会
と

し
て

6
次

産
業

化
と

特
産

品
の

開
発

を
青

森
市

や
民

間
業

者
と

連
携

し
て

実
践

多
面

的
機

能
支

払
制

度
に

よ
る

農
地

維
持

活
動

と
資

源
向

上
活

動
（

水
路

の
泥

上
げ

，
農

用
地

・
水

路
・

農
道

等
の

草
刈

，
各

施
設

の
適

正
管

理
等

）
。

な
お

本
地

区
で

は
り

ん
ご

生
産

者
の

支
援

を
通

じ
て

，
個

々
の

生
産

者
の

所
得

向
上

を
実

現
さ

せ
，

地
域

の
持

続
性

を
高

め
る

方
針

地
元

野
菜

の
直

売
の

実
施

な
ど

（
な

お
平

内
町

第
一

藤
沢

地
区

と
七

戸
町

白
石

地
区

で
は

，
地

区
に

無
人

農
産

物
直

売
所

を
新

た
に

設
置

・
運

営
し

て
い

る
）

米
オ

ー
ナ

ー
の

取
組

と
ブ

ラ
ン

ド
米

の
生

産
販

売
（

米
研

究
会

の
取

組
）

，
か

ぼ
ち

ゃ
研

究
会

に
よ

る
か

ぼ
ち

ゃ
生

産
と

加
工

品
の

開
発

。
土

水
路

の
整

備

農
地

・
水

路
等

の
農

業
施

設
の

管
理

保
全

，
集

落
営

農
組

織
，

産
直

販
売

の
地

域
農

業
の

主
要

３
組

織
が

事
実

上
一

体
化

し
て

，
取

組
を

有
機

的
に

実
行

で
き

る
地

域
農

業
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
組

織
と

な
っ

て
い

る

農
園

で
栽

培
し

た
ガ

マ
ズ

ミ
で

ガ
マ

ズ
ミ

ゼ
リ

ー
を

開
発

す
る

な
ど

農
産

加
工

の
取

組
を

実
践

。
農

園
の

取
組

で
は

，
地

域
の

集
落

営
農

組
織

や
6
次

産
業

化
に

取
り

組
む

農
業

協
議

会
組

織
と

も
連

携
。

高
齢

者
の

配
食

サ
ー

ビ
ス

に
も

取
り

組
む

計
画

あ
り

え
な

栗
園

，
ア

グ
リ

ア
シ

ス
ト

中
野

方
が

，
地

域
農

業
の

活
性

化
や

農
地

管
理

に
取

り
組

む
。

棚
田

の
保

全
N
P
O
。

木
の

駅
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
，

水
源

の
森

委
員

会
で

森
林

資
源

の
利

用
や

管
理

に
取

り
組

む

伝
統

文
化

・
芸

能
の

保
全

中
山

間
地

域
等

直
接

支
払

制
度

の
上

小
国

集
落

協
定

で
祭

事
（

神
社

の
お

祭
り

，
岩

木
山

の
お

山
参

詣
）

の
開

催
を

支
援

多
面

的
機

能
支

払
制

度
に

よ
る

多
面

的
機

能
の

推
進

を
図

る
活

動
（

祭
事

の
開

催
支

援
）

郷
土

芸
能

「
南

部
大

黒
舞

」
の

門
付

け
「

中
尊

寺
米

納
め

」
の

実
施

，
土

水
路

整
備

等
を

通
じ

た
文

化
遺

産
（

景
観

）
の

保
全

活
動

-
-

伝
統

文
化

部
会

に
よ

る
伝

統
芸

能
等

の
保

存
会

の
活

動

生
活

支
援

活
動

-
-

特
に

な
し

（
な

お
五

所
川

原
市

七
和

地
区

で
は

，
広

域
地

域
組

織
の

メ
ン

バ
ー

で
も

あ
る

社
会

福
祉

法
人

の
職

員
主

体
で

，
高

齢
者

の
生

活
支

援
に

取
り

組
む

）

-
-

N
P
O
法

人
「

ま
め

に
暮

ら
そ

ま
い

会
」

に
よ

る
各

種
事

業
（

外
出

支
援

，
育

児
支

援
，

高
齢

者
支

援
）

地
域

貢
献

活
動

上
小

国
地

区
で

は
，

未
利

用
地

の
た

め
池

を
再

生
し

て
「

ビ
オ

ト
ー

プ
池

」
を

つ
く

り
，

子
ど

も
会

と
連

携
し

て
昆

虫
や

魚
な

ど
の

放
流

を
実

施
し

た
。

こ
の

他
，

中
山

間
地

域
等

直
接

支
払

制
度

で
学

校
田

や
環

境
美

化
（

花
い

っ
ぱ

い
活

動
）

を
実

施
。

企
業

の
農

業
支

援
活

動
（

C
S
R
)
も

実
施

多
面

的
機

能
支

払
制

度
に

よ
る

資
源

向
上

活
動

（
景

観
形

成
の

た
め

の
清

掃
活

動
，

花
壇

の
管

理
整

備
）

，
啓

発
普

及
活

動
（

小
学

校
の

学
習

田
の

取
組

）
な

ど

中
学

生
の

そ
ば

打
ち

体
験

，
ス

ポ
ー

ツ
交

流
大

会
，

夏
祭

り
，

環
境

奉
仕

活
動

な
ど

８
月

の
「

納
涼

祭
」

の
実

施
な

ど

地
域

内
外

の
外

部
組

織
（

自
治

会
，

老
人

ク
ラ

ブ
，

賢
治

街
道

を
歩

く
会

）
と

の
連

携
に

よ
り

環
境

美
化

活
動

，
児

童
向

け
の

学
習

会
の

開
催

な
ど

を
実

施
。

組
合

で
「

水
辺

の
教

室
」

と
称

し
て

，
生

き
物

調
査

や
水

質
調

査
，

川
魚

の
稚

魚
の

放
流

を
地

区
内

の
小

学
校

児
童

を
対

象
に

実
施

。
途

絶
え

て
い

た
地

区
の

「
盆

踊
り

」
に

代
わ

り
，

「
ふ

れ
あ

い
交

流
会

」
を

開
催

各
委

員
会

の
実

行
組

織
で

各
種

の
地

域
貢

献
活

動
を

実
践

し
て

お
り

，
そ

の
活

動
内

容
は

多
岐

に
及

ぶ

人
材

確
保

上
小

国
フ

ァ
ー

ム
で

は
，

現
在

地
区

外
へ

他
出

し
て

い
る

人
た

ち
が

将
来

帰
郷

し
た

時
に

地
域

で
雇

用
を

提
供

す
る

こ
と

を
念

頭
に

お
い

て
い

る
。

ま
た

営
農

作
業

は
計

画
的

に
地

区
住

民
に

委
ね

る
よ

う
配

慮
し

，
特

に
女

性
や

高
齢

者
等

の
補

助
的

労
働

力
の

活
用

と
彼

ら
へ

の
利

益
配

分
を

重
視

し
て

い
る

多
面

的
機

能
支

払
制

度
に

よ
る

自
得

地
区

環
境

保
全

会
や

鬼
楢

営
農

組
合

の
事

業
活

動
等

を
通

じ
た

地
域

農
業

生
産

へ
の

支
援

対
策

を
通

じ
て

，
農

業
の

担
い

手
確

保
を

目
指

す
。

他
方

で
地

域
の

歴
史

を
語

り
伝

え
る

弁
士

等
の

後
継

者
育

成
に

も
取

り
組

む
予

定

キ
ー

パ
ー

ソ
ン

と
な

る
複

数
の

人
材

を
交

代
で

振
興

会
会

長
に

任
命

し
，

複
数

の
会

長
経

験
者

が
組

織
運

営
に

コ
ミ

ッ
ト

す
る

体
制

の
構

築
。

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

プ
の

開
催

現
時

点
で

は
，

特
に

取
組

が
で

き
て

お
ら

ず
，

今
後

の
課

題
現

時
点

で
は

，
特

に
取

組
が

で
き

て
お

ら
ず

，
今

後
の

課
題

現
時

点
で

は
特

に
人

材
確

保
に

特
化

し
た

取
組

は
無

い
が

，
地

域
貢

献
事

業
を

行
う

こ
と

で
地

域
が

ま
と

ま
り

，
移

住
者

の
呼

び
込

み
や

移
住

者
の

地
域

活
動

へ
の

参
加

率
向

上
な

ど
の

効
果

が
み

ら
れ

る

地
域

協
議

会
に

空
き

家
の

貸
借

の
仲

介
や

管
理

を
担

う
委

員
会

（
お

ん
さ

い
委

員
会

）
を

設
置

。
空

き
家

見
学

会
を

実
施

す
る

他
，

借
り

手
（

移
住

希
望

者
）

に
面

接
を

行
う

な
ど

の
活

動
も

実
施

。
最

近
２

～
３

年
で

合
計

３
世

帯
の

移
住

実
績

あ
り

（
こ

の
他

，
串

原
地

域
自

治
区

の
N
P
O
法

人
が

空
き

家
リ

フ
ォ

ー
ム

と
移

住
者

へ
の

手
厚

い
支

援
で

成
果

を
あ

げ
て

い
る

）

行
政

（
地

方
自

治
体

・
国

）

・
町

は
外

ヶ
浜

町
農

業
・

農
村

活
性

化
協

議
会

へ
の

オ
ブ

ザ
ー

バ
ー

参
加

と
拠

点
施

設
と

な
る

旧
小

学
校

校
舎

施
設

の
利

用
を

認
め

る
・

県
「

地
域

経
営

」
の

モ
デ

ル
経

営
体

の
指

定
と

支
援

・
市

県
が

自
得

地
区

環
境

保
全

会
を

は
じ

め
と

す
る

鬼
楢

地
区

の
様

々
な

活
動

を
支

援
・

県
は

多
面

的
機

能
支

払
制

度
導

入
前

の
実

験
事

業
と

し
て

モ
デ

ル
地

区
に

指
定

し
，

本
会

の
前

身
組

織
の

立
ち

上
げ

段
階

か
ら

支
援

・
旧

小
学

校
校

舎
施

設
の

利
用

を
川

代
も

の
づ

く
り

学
校

と
し

て
村

が
許

可
，

村
職

員
に

よ
る

活
動

支
援

（
事

務
局

業
務

等
）

，
助

成
金

の
支

給
（

環
境

整
備

等
）

・
県

「
集

落
経

営
再

生
・

活
性

化
事

業
」

・
総

務
省

「
過

疎
地

域
等

集
落

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

圏
形

成
支

援
事

業
」

（
な

お
五

所
川

原
市

七
和

地
区

で
も

同
事

業
の

採
択

を
受

け
て

い
る

）

土
水

路
整

備
で

は
市

職
員

有
志

が
支

援
2
0
1
6
年

度
の

地
域

ビ
ジ

ョ
ン

作
成

モ
デ

ル
地

区
に

採
択

さ
れ

て
お

り
，

県
「

い
わ

て
中

山
間

地
域

い
き

い
き

暮
ら

し
活

動
支

援
事

業
」

を
利

用

・
2
0
1
6
年

度
の

地
域

ビ
ジ

ョ
ン

作
成

モ
デ

ル
地

区
に

採
択

さ
れ

て
お

り
，

県
「

い
わ

て
中

山
間

地
域

い
き

い
き

暮
ら

し
活

動
支

援
事

業
」

を
利

用
・

市
と

高
齢

者
向

け
サ

ロ
ン

で
の

連
携

運
営

委
員

会
の

事
務

局
業

務
を

市
役

所
の

地
域

振
興

事
務

所
が

支
援

農
協

・
N
P
O
・

大
学

・
民

間
等

J
A
あ

お
も

り
に

よ
る

外
ヶ

浜
町

農
業

・
農

村
活

性
化

協
議

会
へ

の
参

加
や

集
落

営
農

組
織

の
営

農
活

動
支

援
な

ど

県
内

の
N
P
O
法

人
，

県
土

地
改

良
団

体
連

合
会

，
弘

前
大

学
の

協
力

や
連

携
，

公
益

財
団

の
支

援
事

業
の

資
金

支
援

を
受

け
る

な
ど

し
て

，
「

歴
史

と
伝

説
の

里
『

鬼
沢

の
会

』
」

と
農

業
体

験
，

地
域

の
伝

承
を

モ
チ

ー
フ

と
し

た
創

作
劇

の
上

演
他

，
地

域
活

性
化

に
資

す
る

活
動

等
を

実
施

県
モ

デ
ル

事
業

に
よ

る
弘

前
大

学
，

県
内

外
の

他
地

区
（

平
内

町
第

一
藤

沢
地

区
他

）
と

の
連

携
。

（
一

財
）

自
治

総
合

セ
ン

タ
ー

「
一

般
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
助

成
事

業
」

の
利

用

大
学

生
に

よ
る

稲
刈

り
体

験
交

流
会

へ
の

参
加

。
米

研
究

会
へ

の
農

協
の

参
加

。
土

水
路

整
備

作
業

で
一

関
市

の
水

道
組

合
や

建
設

業
協

会
，

市
役

所
の

管
理

職
会

他
か

ら
の

支
援

な
ど

産
直

の
取

組
で

大
型

小
売

店
と

提
携

し
て

米
里

地
区

の
農

産
物

を
販

売

岩
手

県
立

大
学

の
教

員
に

助
言

や
支

援
を

受
け

て
い

る
。

J
A
い

わ
て

花
巻

矢
沢

支
店

に
よ

る
収

穫
作

業
の

支
援

，
J
A

い
わ

て
グ

ル
ー

プ
「

暮
ら

し
の

活
動

推
進

対
策

事
業

」
の

利
用

中
野

方
地

区
農

業
協

議
会

で
は

J
A
の

ひ
が

し
み

の
恵

那
北

部
支

店
が

事
務

局
業

務
な

ど
を

担
当

す
る

な
ど

支
援

。
水

源
の

森
実

行
委

員
会

で
は

岐
阜

県
と

恵
那

市
の

他
コ

カ
・

コ
ー

ラ
イ

ー
ス

ト
ジ

ャ
パ

ン
社

と
水

資
源

涵
養

に
関

す
る

協
定

を
締

結

外 部 組 織 等 に よ る 支 援 ・ 連 携主 な 活 動 状 況

青
森

県
岩

手
県

地 域 概 況 組 織 の 概 要

組
織

の
設

立
経

緯

共
同

農
園

の
取

組
み

で
，

福
祉

施
設

や
保

育
園

と
連

携
し

て
収

穫
を

行
う

他
，

食
材

の
提

供
も

す
る

。
高

齢
者

等
の

外
出

支
援

・
見

守
り

活
動

，
高

齢
者

向
け

サ
ロ

ン
活

動
（

健
康

相
談

な
ど

）

資
料

：
農
業

セ
ン
サ
ス
，
聞
き
取
り
調
査
結
果
等
よ
り
筆
者

作
成
．

な
お
紙

幅
の

都
合

で
い

く
つ
か

の
事
例

は
割
愛

し
た

．

注
．

青
森
県

外
ヶ
浜
町
上
小
国
地
区
の
農
家
戸
数
は
聞
き
取

り
調
査

に
基
づ

く
数

値
で

あ
る

．

－219－



第
終
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3
表

 
農
政
が
設
定
す
る
範
域
と
広
域
地
域
組
織
の
範
域
の
関
係

広
域

地
域

組
織

名
広

域
地

域
組

織
の

性
格

営
農

活
動

の
範

域
①

（
集

落
営

農
や

人
・

農
地

プ
ラ

ン
等

の
範

域
）

広
域

的
な

住
民

自
治

の
範

域
②

（
広

域
地

域
組

織
の

範
域

）

制
度

的
な

範
域

③
（

地
域

自
治

区
等

）

営
農

関
係

組
織

と
自

治
会

連
合

型
広

域
地

域
組

織
の

連
携

備
考

外
ヶ

浜
町

外
ヶ

浜
町

農
業

・
農

村
活

性
化

協
議

会
営

農
組

織
型

外
ヶ

浜
町

全
域

（
蟹

田
・

平
舘

地
区

）
-

-
-

-
自

治
会

連
合

型
広

域
地

域
組

織
な

し

各
自

治
会

が
そ

れ
ぞ

れ
外

ヶ
浜

町
農

業
・

農
村

活
性

化
協

議
会

に
参

加
。

集
落

営
農

組
織

が
な

い
一

部
の

自
治

会
も

参
加

し
て

い
る

弘
前

市
自

得
地

区
環

境
保

全
会

営
農

組
織

型
自

得
小

学
校

区
（

鬼
楢

地
区

）
自

得
小

学
校

区
-

①
＝

②
パ

タ
ー

ン
A
'
自

治
会

連
合

型
広

域
地

域
組

織
な

し
多

面
的

機
能

支
払

の
協

定
組

織
が

広
域

地
域

組
織

化
し

，
そ

こ
に

各
自

治
会

が
参

画

新
郷

村
川

代
地

区
振

興
会

自
治

会
連

合
型

川
代

地
区

川
代

地
区

-
①

＝
②

パ
タ

ー
ン

A
'
な

し
川

代
地

区
は

2
つ

の
旧

小
学

校
区

か
ら

な
り

，
母

体
組

織
は

全
戸

加
入

の
旧

小
学

校
P
T
A
。

人
・

農
地

プ
ラ

ン
は

川
代

地
区

で
策

定

本
寺

地
区

地
域

づ
く

り
推

進
協

議
会

自
治

会
連

合
型

本
寺

"
地

区
"

本
寺

"
地

域
"

厳
美

地
区

（
旧

村
）

①
⊂

②
⊂

③
パ

タ
ー

ン
C

あ
り

住
民

は
２

つ
の

本
寺

を
明

確
に

分
け

て
お

り
，

本
寺

地
区

が
本

寺
地

域
に

含
ま

れ
る

門
崎

フ
ァ

ー
ム

営
農

組
織

型
門

崎
地

区
川

崎
地

区
川

崎
地

区
（

旧
村

）
①

⊂
②

＝
③

パ
タ

ー
ン

B
な

し
営

農
活

動
の

範
域

が
広

域
的

な
住

民
自

治
の

範
域

と
転

換
す

る
（

パ
タ

ー
ン

B
か

ら
パ

タ
ー

ン
A

へ
）

見
通

し
も

あ
る

奥
州

市
鳴

瀬
振

興
組

合
営

農
組

織
型

米
里

地
区

米
里

地
区

米
里

振
興

会
（

藩
政

村
）

①
＝

②
＝

③
パ

タ
ー

ン
A

な
し

鳴
瀬

振
興

組
合

と
米

里
地

区
の

各
自

治
会

と
の

連
携

は
あ

る

花
巻

市
高

松
第

三
行

政
区

ふ
る

さ
と

づ
く

り
協

議
会

自
治

会
連

合
型

高
松

第
三

行
政

区
高

松
第

三
行

政
区

矢
沢

地
区

振
興

会
（

公
民

館
区

）
①

＝
②

⊂
③

パ
タ

ー
ン

D
あ

り
福

祉
関

係
の

取
組

は
矢

沢
地

区
で

実
施

N
P
O
法

人
ま

ち
づ

く
り

山
岡

自
治

会
連

合
型

山
岡

地
域

自
治

区
山

岡
地

域
自

治
区

山
岡

地
域

自
治

区
（

小
学

校
区

）
①

＝
②

＝
③

パ
タ

ー
ン

A
な

し
山

岡
地

区
で

複
数

の
集

落
営

農
組

織
が

活
動

城
下

町
ホ

ッ
ト

い
わ

む
ら

自
治

会
連

合
型

岩
村

地
域

自
治

区
岩

村
地

域
自

治
区

岩
村

地
域

自
治

区
(
小

学
校

区
）

①
＝

②
＝

③
パ

タ
ー

ン
A

な
し

飯
羽

間
と

富
田

で
集

落
営

農
組

織
が

活
動

中
野

方
地

域
協

議
会

（
中

野
方

運
営

委
員

会
）

自
治

会
連

合
型

中
野

方
地

域
自

治
区

中
野

方
地

域
自

治
区

中
野

方
地

域
自

治
区

（
小

学
校

区
）

①
＝

②
＝

③
パ

タ
ー

ン
A

あ
り

ま
ち

づ
く

り
委

員
会

に
農

業
振

興
部

会
が

位
置

づ
け

ら
れ

て
い

る

熊
本

県
山

都
町

御
岳

地
域

自
治

区
自

治
会

連
合

型
個

別
集

落
自

治
振

興
区

自
治

振
興

区
（

小
学

校
区

）
①

⊂
②

＝
③

パ
タ

ー
ン

B
な

し

和
歌

山
県

紀
美

野
町

上
神

野
地

区
ま

ち
づ

く
り

推
進

協
議

会
自

治
会

連
合

型
個

別
集

落
上

神
野

地
区

－
①

⊂
②

パ
タ

ー
ン

C
'
な

し

長
野

県
飯

田
市

千
代

地
区

ま
ち
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（ⅱ） 自治会等の広域化 

第 2 に，住民が自発的に設立し，自治会などの全住民参加型を組織的基盤とする自治会

連合的な広域地域組織の場合を考える。そのような広域地域組織の事例は，広域的な住民

自治の範域に依拠して設立されているが，それが営農活動の範域と必然的に一致するわけ

ではない。とりわけ中山間地域などの営農コスト面での広域化のメリットに乏しい地域で

は，広域地域組織の設立が先行して，営農組織の広域再編が実現していない場合がある。

この場合，個々の営農組織が各々形成する営農活動の範域は，一つの住民自治の範域の中

に含まれることになろう（前掲第終－2 表のパターン B とパターン C）。 
以上のように，営農活動の範域と広域的な住民自治の範域は少なくとも必然的には一致
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しない。この点に関しては，農林水産政策研究所（2017，161 頁）で指摘したように「各

地地域組織の範域の統一化とは，各地域組織の連携を促進する要因なのではなく，むしろ

各組織間の連携関係の強化が進む過程において，各地域組織の範域の整理や統一化の必要

性が意識され，その結果，組織再編が進む」と考えられる。

他方，両者を一致させようとする「圧力」は，現地調査の結果によれば，飯田市や恵那

市の地域自治区のように，市町村が「制度」として設定する「制度的な範域」において，

もっともかかりやすいといえる。なお，熊本県山都町，岩手県一関市では，地域自治区の

ような地方自治法に基づく制度ではない，独自の制度的範域を設定している。しかし，こ

れら市町では，営農活動の範域と制度的な範域は一致しておらず，行政主導による広域地

域組織の再編圧力はまだ弱い。岩手県奥州市の鳴瀬振興組合の事例では，すべての範域が

一致するパターン A に分類される。しかし，行政主導で設立された広域的な住民自治組織

（米里振興会）と鳴瀬振興組合との連携関係は，夏祭りの開催などにとどまっている(1)。

このように，両者の範域が同じになっても，自治体の方針などによっては，互いに連携さ

せようとする発想がなく，現場では各々独立して活動を実施するパターンもいくつか見受

けられた。

いずれにしても，制度的な範域が設定されていれば，その設定過程における住民と行政

との話し合いを通じ，基本的には住民自治の領域と一致するよう設定されることが一般的

である。そこで制度的な範域の設定が実現すれば，同じ自治体の農政によって規定されて

いる営農活動の範域を制度的な範域と同調させようとする圧力は，必ずそうなるわけでは

ないが，かかる可能性は高いと言える。

（ⅲ） 範域が一致する可能性 

以上の議論をまとめる。まず，営農活動の範域と住民自治の範域は，一致するよりも異

なる方が一般的であった。また，異なる場合でも，何らかの合理性を根拠として住民や農

業者の話し合いによる両者の自発的な統合が進む可能性は，理屈上ではあり得る。しかし，

調査対象とした実際の現場において，そのようなケースは皆無であった。すなわち，両者

を統合した事例はすべて，市町村などの自治体主導による制度的な範域の策定によって，

実現されている。
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営農活動の範域と広域的な住民自治の範域（あるいは制度的な範域）を一致させるには，

何らかの経済的合理性，すなわち，経済学的な観点から言えば，両者の連携や一致による

資本装備の集約化や取引コスト削減の実現を狙いとする，規模の経済性や範囲の経済性(2)

の存在によって正当化できる。

しかし，制度的な範域と営農活動の範域が一致していない場合でも，そのことに起因し

て何か深刻な問題が発生している事例は，調査対象事例の限りは皆無であった。つまり，

仮に範域の異なる両者が互いに独立に活動を続けることによって，コスト削減を実現する

機会を損なっているという「機会逸失」のおそれがある場合でも，現実に追加的コストが

発生するわけではない。

このように，営農と自治の当事者同士が交渉などによって自発的に範域を揃えようとす

るインセンティヴは，現実には全般的に非常に弱いと考えられる。すなわち，両者の範域

の一致を実現させるには，関係者の自発的な交渉や努力に期待することはできず，自治体

等の主導による関係者間の調整が必要とみられる。その場合には，行政コストが必ず発生

するので，取組の推進が将来の財政負担軽減につながるなど，自治体にもインセンティヴ

が見出されなければならない。しかし，そうした明確な見通しをつけることは現実的には

極めて困難であり，既に異なる範域で活動する地域組織間の範域が一致する可能性は，一

般的に言っても，あまり高くはないと思われる。

２） 集落営農組織が核となった広域地域組織の活動の成果と課題

青森県の地域経営等の調査では，集落営農組織が，効率的な農業生産活動を実践し，そ

の「成果」として，地域内で所得の増加や雇用の拡大とその適切な分配による地域社会貢

献に努めていることを確認した。さらに，青森県や岩手県の調査結果からは，農林水産省

による直接支払制度の集落（地域）協定組織等を介して，非農家住民も巻き込んだ住民主

導による地域づくりの中核として発展する可能性も認められた。 

しかし同時に，それらが集落営農組織や農政の直払組織であるがゆえに，自治会や非農

業者の住民組織等による地域づくりが必ずしも活発ではない地域では，農家と非農家によ

る連携や融合（ないし結合）によって発揮され得る創造的あるいは革新的な効果は，限定

的にならざるを得ないことも明らかになった。 

集落営農組織が核となって成立する広域地域組織の活動を支援するためには，同時に非

農家の住民主導の地域づくり支援が必要である。そこで着目すべきは，多面的機能支払の

協定組織の活動の活発化などを通じた，農業者と非農業者との「緩やかな連携」に基づく

広域地域組織形成の検討であるが，この点については後述する。 

（２） 人材の確保と育成の推進に向けた方策の検討

１） 広域地域組織による移住・定住希望者の「呼び込み」の実態

まず，広域地域組織による移住・定住希望者の「呼び込み」活動は，調査結果に基づい
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て言えば，現時点では非常に低調だと言わざるを得ない。その背景には，①移住者に対す

る取組（例えば，移住希望者への情報発信など）が，広域地域組織レベルの組織力で取り

組むことは非常に困難なこと，②そのような理由もあり，各自治体が移住者に対する取組

を主に担っている場合が多いことが挙げられる。

そのような現状において，移住・定住希望者の呼び込みが，広域地域組織が取り組むべ

き地域課題化する可能性は，①地域課題や地域の将来展望等を洗い出すためのワーク

ショップ等の開催によって，地域社会の維持には移住者の受入が必要不可欠なことが判明

した場合，②既に地域課題化している「空き家問題」への対応・解消策としてのいずれか

の形で現れていた。

②の空き家問題に対する広域地域組織による実際の対応の第 1 歩は，多くの場合，地域

の空き家調査の実施となる。更に一歩進んで，岐阜県恵那市の中野方地区では，地域協議

会に空き家の貸借の仲介と管理を担う委員会（おんさい委員会）を設置し，移住希望者の

「面接」も行うなど，移住問題に広域地域組織として主体的に取り組む姿勢もみられた(3)。

同時に調査結果の多くが示すように，空き家調査の結果，空き家状態であっても様々な

事情から他者（特に他地域からの移住者）に貸すことに抵抗感が強い家主が多い傾向があ

る。そのような姿勢をとる家主の多くには，具体的な空き家の利用予定やプランはなく，

空き家のまま放置しがちとなる。結局，空き家問題解決に向けた展望が見出せず，空き家

問題への取組が事実上停止することもある。

他方，移住・定住希望者の呼び込みで成果を上げた地域の一部では，集落や広域地域組

織の地域活動に住民全体が熱心に取り組んでおり，そのことが様々な形で具現化していた

ことも指摘できる。

また，岩手県花巻市の高松第三行政区の聞き取り調査では，広域地域組織の活動等を通

じた地域住民らの努力によって生み出された地域の「居心地の良さ」のような地域の状態

を，移住・定住希望者が敏感に感じ取っていた事実も確認された。この点については，広

域地域組織の多様な活動を通じて地域内がまとまることを通じて，移住・定住希望者の増

加という外部効果をもたらすことを示している。

２） 外部人材による新たな活動や組織化の動きと成果

次に，移住・定住者＝外部人材による新たな活動や組織化の動きと成果について，岐阜
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営農活動の範域と広域的な住民自治の範域（あるいは制度的な範域）を一致させるには，

何らかの経済的合理性，すなわち，経済学的な観点から言えば，両者の連携や一致による

資本装備の集約化や取引コスト削減の実現を狙いとする，規模の経済性や範囲の経済性(2)

の存在によって正当化できる。

しかし，制度的な範域と営農活動の範域が一致していない場合でも，そのことに起因し

て何か深刻な問題が発生している事例は，調査対象事例の限りは皆無であった。つまり，

仮に範域の異なる両者が互いに独立に活動を続けることによって，コスト削減を実現する

機会を損なっているという「機会逸失」のおそれがある場合でも，現実に追加的コストが

発生するわけではない。

このように，営農と自治の当事者同士が交渉などによって自発的に範域を揃えようとす

るインセンティヴは，現実には全般的に非常に弱いと考えられる。すなわち，両者の範域

の一致を実現させるには，関係者の自発的な交渉や努力に期待することはできず，自治体

等の主導による関係者間の調整が必要とみられる。その場合には，行政コストが必ず発生

するので，取組の推進が将来の財政負担軽減につながるなど，自治体にもインセンティヴ

が見出されなければならない。しかし，そうした明確な見通しをつけることは現実的には

極めて困難であり，既に異なる範域で活動する地域組織間の範域が一致する可能性は，一

般的に言っても，あまり高くはないと思われる。

２） 集落営農組織が核となった広域地域組織の活動の成果と課題

青森県の地域経営等の調査では，集落営農組織が，効率的な農業生産活動を実践し，そ

の「成果」として，地域内で所得の増加や雇用の拡大とその適切な分配による地域社会貢

献に努めていることを確認した。さらに，青森県や岩手県の調査結果からは，農林水産省

による直接支払制度の集落（地域）協定組織等を介して，非農家住民も巻き込んだ住民主

導による地域づくりの中核として発展する可能性も認められた。

しかし同時に，それらが集落営農組織や農政の直払組織であるがゆえに，自治会や非農

業者の住民組織等による地域づくりが必ずしも活発ではない地域では，農家と非農家によ

る連携や融合（ないし結合）によって発揮され得る創造的あるいは革新的な効果は，限定

的にならざるを得ないことも明らかになった。

集落営農組織が核となって成立する広域地域組織の活動を支援するためには，同時に非

農家の住民主導の地域づくり支援が必要である。そこで着目すべきは，多面的機能支払の

協定組織の活動の活発化などを通じた，農業者と非農業者との「緩やかな連携」に基づく

広域地域組織形成の検討であるが，この点については後述する。

（２） 人材の確保と育成の推進に向けた方策の検討

１） 広域地域組織による移住・定住希望者の「呼び込み」の実態

まず，広域地域組織による移住・定住希望者の「呼び込み」活動は，調査結果に基づい

県恵那市串原地区の NPO 奥矢作森林塾の事例から確認したい。 
串原地区では，移住者がそれぞれの自治会にも参加しており，地域のイベントを仕切る

など，移住者が中心的な役割を果たしている場合もあるとのことであった。また，若者中

心の移住者グループも地域で活発に活動していた。彼らはイベントを企画し，串原地区の

地域協議会に様々な提案も行っていた。さらに，移住者らと協力して，新たに住民出資の

地域の株式会社を設立するという構想もあった。

このように，移住者の受け入れによって，串原地区にはこれまでにない新たな動きが生

まれており，移住者受け入れの成果が既に明らかになっている。
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しかし，移住者への支援は，住宅の確保だけにとどまらず，移住者の就職や地域社会に

溶け込むための支援など，移住者の生活の深い領域まで責任を持って関わらなければなら

ず，同 NPO への聞き取りによれば，それは容易なことではないことも付け加えなければ

なるまい。

３） 人材群の形成による広域地域組織のリーダー育成・確保

「人材群」の形成にもつながるような事例として，青森県新郷村川代地区では，広域地

域組織のリーダーを地域内の活動グループのリーダーの中から選出し，これを一定期間の

間で代替わりさせる方式をとり，複数の人物に広域地域組織のリーダーを経験してもらう

方式をとっていた。

それによれば，リーダー経験者はリーダーを辞めた後も組織内部にとどまっており，新

リーダーをサポートしていた。このようにリーダー経験者が複数組織内にいるという，い

わば「リーダー群」を組織内に形成させることによって，広域地域組織の運営が円滑化す

る効果，すなわち，広域地域組織の運営に関する「責任」や「知識・ノウハウ」の共有が，

リーダー群によって実現されることが，メリットとして期待される。また，組織基盤がぜ

い弱である広域地域組織の安定性や持続性を高める効果も期待できる。

他方，こうしたリーダー養成の方式は，新郷村川代地区以外には他に例をみることがで

きず，川代地区の独創的な取組にとどまっていた。多くの事例では，地域内の一部有志や

リーダーが組織を引っ張っているというのが実態であった。しかし，これらリーダーの年

齢層は既に大半が 60～70 歳代であることからも，次世代リーダーの育成と確保は，広域

地域組織全体の喫緊の課題であることに変わりない。 

（３） 地域の総合性の発揮を担う広域地域組織の育成に向けた方策の検討

１） 自治体による地域づくり支援施策の特徴と比較分析

（ⅰ） 地域づくり支援対策における公正性の重視 

政策による支援受益者の特定化は，政策の効果が高いと思われる対象に支援先を絞り込

むことによって，一般的には支援施策の費用対効果を高める効果がある。さらに，地域づ

くり支援で言えば，以下で指摘するように支援対象に地域代表性を求めるかどうかという

問題とも密接な関係もある。

各自治体による地域づくり事業では，「認定農業者」のような政策対象となるターゲット

を特定化する制度やシステムを設けていない。よって，受益対象者の条件は，あったとし

ても任意組織ではなく法人化していること（あるいは法人化を果たす見込み）を求める程

度にとどまっており，全般的にみて，支援対象の間口は「広め」に設定されていると評価

できる。

こうした地域づくり事業の特徴の背景には，地域づくり事業が政策としての効率性より
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しかし，移住者への支援は，住宅の確保だけにとどまらず，移住者の就職や地域社会に

溶け込むための支援など，移住者の生活の深い領域まで責任を持って関わらなければなら

ず，同 NPO への聞き取りによれば，それは容易なことではないことも付け加えなければ

なるまい。

３） 人材群の形成による広域地域組織のリーダー育成・確保

「人材群」の形成にもつながるような事例として，青森県新郷村川代地区では，広域地

域組織のリーダーを地域内の活動グループのリーダーの中から選出し，これを一定期間の

間で代替わりさせる方式をとり，複数の人物に広域地域組織のリーダーを経験してもらう

方式をとっていた。

それによれば，リーダー経験者はリーダーを辞めた後も組織内部にとどまっており，新

リーダーをサポートしていた。このようにリーダー経験者が複数組織内にいるという，い

わば「リーダー群」を組織内に形成させることによって，広域地域組織の運営が円滑化す

る効果，すなわち，広域地域組織の運営に関する「責任」や「知識・ノウハウ」の共有が，

リーダー群によって実現されることが，メリットとして期待される。また，組織基盤がぜ

い弱である広域地域組織の安定性や持続性を高める効果も期待できる。

他方，こうしたリーダー養成の方式は，新郷村川代地区以外には他に例をみることがで

きず，川代地区の独創的な取組にとどまっていた。多くの事例では，地域内の一部有志や

リーダーが組織を引っ張っているというのが実態であった。しかし，これらリーダーの年

齢層は既に大半が 60～70 歳代であることからも，次世代リーダーの育成と確保は，広域

地域組織全体の喫緊の課題であることに変わりない。

（３） 地域の総合性の発揮を担う広域地域組織の育成に向けた方策の検討

１） 自治体による地域づくり支援施策の特徴と比較分析

（ⅰ） 地域づくり支援対策における公正性の重視

政策による支援受益者の特定化は，政策の効果が高いと思われる対象に支援先を絞り込

むことによって，一般的には支援施策の費用対効果を高める効果がある。さらに，地域づ

くり支援で言えば，以下で指摘するように支援対象に地域代表性を求めるかどうかという

問題とも密接な関係もある。

各自治体による地域づくり事業では，「認定農業者」のような政策対象となるターゲット

を特定化する制度やシステムを設けていない。よって，受益対象者の条件は，あったとし

ても任意組織ではなく法人化していること（あるいは法人化を果たす見込み）を求める程

度にとどまっており，全般的にみて，支援対象の間口は「広め」に設定されていると評価

できる。

こうした地域づくり事業の特徴の背景には，地域づくり事業が政策としての効率性より

も，受益対象者選定の公正性を重視する傾向，つまり支援対象から排除される対象の最小

化をより重視する傾向が認められる。そこには「自立化」した地域をできる限り多く増加

させたいという行政側の政策的意図がみえる。他方，効率性と公正性の双方の観点から，

対象組織の設立や意思決定において地域住民の大多数の合意や同意を求める，つまり，地

域代表性を求める，あるいは，それらを組織の基盤としていることを事業対象となるため

の条件とする場合も考えられる。

支援対象となる主体を明確に定める，あるいは，支援対象となる組織の設立を行政が自

ら主導している事例は，「地域自治区」などにみることができる。しかし，市町村が支援対

象を公的手続によって指定しているので，その点で各地区組織の活動水準や取組内容に格

差が生じやすく，「自治区間格差」が生じる可能性がある。つまり，支援対象は明確にして

いるが，自治体内のすべての地域・地区を対象とする政策なので，効率性より公正性を重

視している。

県が実施している政策手法として，従来型の事業実施対象として県内数箇所にモデル地

区を設定する事例が多く見受けられた。青森県の地域経営の場合では，事業開始段階では

複数のモデル地区を設定しており，支援対象とする主体は集落営農組織など地域的な基盤

に基づいて設立された組織であった。他方，地域経営のタイプ分けがかなり広汎で多岐に

わたっており，目指す地域経営の目標もかなり多様化しているように思われる。これは，

域経営を広く創出させるための工夫の一つである。そのような点からも，やはり，政策の

効率性よりも公正性を重視した政策だと評価できる。 

（ⅱ） 地域づくり支援対策の公正性から効率性への転換 

このように，地域づくり支援対策の対象者の特定化に着目することによって，地域づく

り支援対策には，大まかに公正性と効率性という互いに相反し得る二つの基準があり，か

つ，調査事例を見る限りにおいて，多くの自治体等の地域づくり支援事業が，少なくとも

支援の初期段階においては，効率性より公正性を重視する傾向があることが浮かび上がっ

てきた。

公正性と効率性を両立させることは当然容易ではないが，農林水産政策研究所（2017）
でも指摘したように，支援対象組織の発展段階に対応する形で支援制度を対応させること

によって，両者はある程度は両立可能となり得る。なお，こうした広域地域組織の発展段

階に応じた支援については，序章で取り上げた，地域の課題解決のための地域運営組織に

関する有識者会議の「地域の課題解決を目指す地域運営組織－その量的拡大と質的向上に

向けて－ 最終報告（2016 年 12 月公表，以下，「最終報告」と呼ぶ）」において指摘され

た。

まず，「立ち上げ段階」にある組織に対しては，利用条件を緩めに設定することで，金額

的には少ないが広く手軽に事業を利用できるように制度設計を行い，事業利用のアクセス

の開放性を確保するという意味で，公正性の基準を担保させることは可能である。

次に，一定水準以上の取組を実現できる見込みのある「事業段階」にある組織に対して
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は，利用できる金額は大きいが，審査や利用条件もある程度厳しい事業を利用させるよう

にすることによって，政策の効率性も一定程度は確保し得る。

以上のように，行政の地域づくり支援対策は，取組開始当初はより公正性を重視した間

口の広い事業や支援が一般的になりがちになる。その後，一定数の広域地域組織が設立さ

れ，その運営が軌道に乗った時点を見極めて，より効率性を重視した支援に転換できるか

が問われていると言えよう。 

２） 広域地域組織の組織体制や活動内容等に着目した比較分析

（ⅰ） 広域地域組織の特徴の整理 

ここで，本研究資料及び農林水産政策研究所（2017）で対象とした調査対象とした各広

域地域組織について，以下の 5 点に着目して整理を行った。その結果を第終－4 表に示す。 

第終－4 表 調査対象広域地域組織の特徴の比較分析

広域地域組織の
範域

農業地域類型
人口
（人）

高齢化率
（％）

外ヶ浜町 - 上小国
農事組合法人，
直払い協定組織

営農組織型 分離型② 農業者，住民 総合型 - （旧）小学校区
山間農業地域
（水田型）

153 55.0

弘前市 - 自得（鬼楢）
農事組合法人，
直払い協定組織

営農組織型 分離型② 農業者，住民 地域おこし型 - 小学校区
平地農業地域
（畑地型）

2,057 29.8

五所川原市 - 七和
任意組織
（協議会）

住民主導型 一体型 住民 地域貢献型 No （旧）小学校区
平地農業地域
（田畑型）

1,975 37.2

七戸町 - 白石
任意組織
（協議会）

行政主導型
（県）

一体型 住民 地域おこし型 No （旧）小学校区
中間農業地域
（水田型）

400 40.3

新郷村 - 川代
任意組織
（協議会）

住民主導型 一体型 住民 地域おこし型 Yes （旧）小学校区
中間農業地域
（田畑型）

535 38.9

平内町 - 第一藤沢地区
任意組織
（協議会）

行政主導型
（県）

一体型 住民 地域おこし型 No （単独集落）
中間農業地域
（水田型）

270 －

本寺（骨寺）
任意組織
（協議会）

行政主導型
（市）

一体型
住民，農業
者，
地域外

地域おこし型 No 小学校区の一部
中間農業地域
（水田型）

312 53.0

門崎 農事組合法人 営農組織型 分離型② 農業者，地域外 地域おこし型 - （旧）小学校区
中間農業地域
（田畑型）

1,246 38.4

奥州市 地区振興会 米里（鳴瀬）
任意組織
（直払協定）

営農組織型 分離型② 農業者 地域おこし型 - 複数の小学校区
中間農業地域
（田畑型）

1,400 45.2

花巻市
コミュニティ地

区
高松第三行政区

任意組織
（社団法人化の
予定あり）

住民主導型 分離型② 住民 地域貢献型 No 小学校区の一部
平地農業地域
（水田型）

184 43.5

上久堅
任意組織
（協議会）

制度型 分離型① 住民 総合型 Yes 小学校区
中間農業地域
（田畑型）

3,102 33.0

千代
任意組織
（協議会）

制度型 分離型① 住民，地域外 総合型 Yes 小学校区
山間農業地域
（畑地型）

1,781 40.1

串原 NPO法人 住民主導型 分離型② 住民 地域おこし型 - 小学校区
山間農業地域
（水田型）

808 40.0

岩村
協議会
（任意組織）

制度型 分離型① 住民 地域おこし型 No 小学校区
中間農業地域
（水田型）

5,205 31.6

山岡 NPO法人 制度型 分離型① 住民 総合型 - 小学校区
中間農業地域
（水田型）

4,668 32.2

中野方
任意組織
（協議会）

制度型 分離型① 住民，農業者 総合型 Yes 小学校区
中間農業地域
（田畑型）

1,611 32.5

田辺市 - 三川
任意組織
（協議会）

行政主導型
（県）

分離型① 住民 地域おこし型 No （旧）小学校区
山間農業地域
（田畑型）
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日高川町 - 寒川
任意組織
（協議会）

行政主導型
（県）

分離型① 住民 地域おこし型 No 小学校区
山間農業地域
（畑地型）

368 54.1

紀美野町 - 上神野
任意組織
（協議会）

行政主導型
（県・町）

一体型 住民，地域外 地域おこし型 No （旧）小学校区
中間農業地域
（畑地型）

568 45.1

御岳
任意組織
（協議会）

制度型 一体型 住民 地域おこし型 Yes 小学校区
中間農業地域
（田畑型）

968 24.5

菅
任意組織
（協議会）

制度型 一体型 住民 地域おこし型 Yes （旧）小学校区
山間農業地域
（水田型）

202 42.1

島木
任意組織
（協議会）

制度型 一体型 住民 地域おこし型 Yes （旧）小学校区
中間農業地域
（水田型）

361 28.0

東竹原
任意組織
（協議会）

制度型 一体型 住民 地域おこし型 Yes （旧）小学校区
中間農業地域
（畑地型）

431 29.5

大野
任意組織
（協議会）

制度型 一体型 住民 地域おこし型 No （旧）小学校区
中間農業地域
（田畑型）

421 27.1

菊池市 - 水源 NPO法人 住民主導型 分離型② 住民，地域外 地域おこし型 - （旧）中学校区
山間農業地域
（田畑型）

950 39.0

熊本県
山都町

和歌山県

自治振興区

恵那市 地域自治区岐阜県

岩手県

青森県

長野県 飯田市 地域自治区

地域協働体一関市

県名 市町村名
市町村による
広域地域自治
区の設定状況

地区名 ガバナンス
【参考】各地区の特性

組織体制主導主体
参画
主体

活動内容
会費の
徴収

資料：農業センサスや聞き取り調査結果等より筆者作成．なお，長野県，和歌山県，熊本県の事例は農林水産政策研究

所（2017）による． 

注．高齢化率は 65 歳以上の人口割合であるが，山都町の各自治振興区は 75 歳以上の，外ヶ浜町上小国地区と一関市

本寺地区は 60 歳以上の，それぞれ人口が占める割合である．
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第 1 に広域地域組織のガバナンスである。ガバナンスは，大きくは，任意組織か法人か

で分けることができる。任意組織には自治会連合や直払の対象となる協定組織等が「協議

会」や「振興会」という名称で組織化されている。他方，法人形態には NPO のほか，農

事組合法人がある。また，花巻市の高松第三行政区では，同行政区を含む旧小学校区（藩

政村）の範域で，新たに一般社団法人の広域地域組織（地域運営組織）を設立する計画も

ある。

第 2 に広域地域組織の組織体制である。これについては，最終報告で指摘のあった，広

域地域組織の持つ二つの機能，すなわち，協議機能と実行機能が統合された一体型と，両

機能が別組織に分離している分離型がある。分離型には更に，協議組織との連携がある協

議組織連携型（分離型①）と，連携のない事業組織単独型（分離型②）がある。

第 3 に広域地域組織設立の主導主体である。これについては，住民自らが自発的かつ主

体的に主導的役割を果たしている場合（住民主導型），市町村や県が地域づくり事業等の実

施主体として，広域地域組織の設立を主導した場合（行政主導型），さらに，地域自治区な

どの行政と住民のパートナーシップの形成を主な目的として広域地域組織の設立を主導し

た場合（制度型）がある。ほかに集落営農組織など主に農業者が主体となっている場合（営

農組織型）がある。

第 4 に広域地域組織の活動への参画者である。基本的な参画者は地域に在住する住民と

なるが，それ以外に，一般住民の中でも農業者が中心となっている場合，あるいは地域外

の一般市民の参画者（大学生なども含む）もいる。

（ⅱ） 広域地域組織の諸特徴に基づく比較分析 

まず，広域地域組織の主導主体に着目すると，住民主導型と行政主導型は，自治会など

とは別に NPO 法人を設立していた恵那市の串原地区と菊池市の水源地区を除いて，調査

対象としたすべての広域地域組織が一体型をとっていた。このことは，住民主導型でも行

政主導型でも，基本的には，自治会や集落の連合体として広域地域組織が設立されている

ことを意味する。
やまとちょう
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は，利用できる金額は大きいが，審査や利用条件もある程度厳しい事業を利用させるよう

にすることによって，政策の効率性も一定程度は確保し得る。

以上のように，行政の地域づくり支援対策は，取組開始当初はより公正性を重視した間

口の広い事業や支援が一般的になりがちになる。その後，一定数の広域地域組織が設立さ

れ，その運営が軌道に乗った時点を見極めて，より効率性を重視した支援に転換できるか

が問われていると言えよう。

２） 広域地域組織の組織体制や活動内容等に着目した比較分析

（ⅰ） 広域地域組織の特徴の整理

ここで，本研究資料及び農林水産政策研究所（2017）で対象とした調査対象とした各広

域地域組織について，以下の 5 点に着目して整理を行った。その結果を第終－4 表に示す。

第終－4 表 調査対象広域地域組織の特徴の比較分析

広域地域組織の
範域

農業地域類型
人口
（人）

高齢化率
（％）

外ヶ浜町 - 上小国
農事組合法人，
直払い協定組織

営農組織型 分離型② 農業者，住民 総合型 - （旧）小学校区
山間農業地域
（水田型）

153 55.0

弘前市 - 自得（鬼楢）
農事組合法人，
直払い協定組織

営農組織型 分離型② 農業者，住民 地域おこし型 - 小学校区
平地農業地域
（畑地型）

2,057 29.8

五所川原市 - 七和
任意組織
（協議会）

住民主導型 一体型 住民 地域貢献型 No （旧）小学校区
平地農業地域
（田畑型）

1,975 37.2

七戸町 - 白石
任意組織
（協議会）

行政主導型
（県）

一体型 住民 地域おこし型 No （旧）小学校区
中間農業地域
（水田型）

400 40.3

新郷村 - 川代
任意組織
（協議会）

住民主導型 一体型 住民 地域おこし型 Yes （旧）小学校区
中間農業地域
（田畑型）

535 38.9

平内町 - 第一藤沢地区
任意組織
（協議会）

行政主導型
（県）

一体型 住民 地域おこし型 No （単独集落）
中間農業地域
（水田型）

270 －

本寺（骨寺）
任意組織
（協議会）

行政主導型
（市）

一体型
住民，農業
者，
地域外

地域おこし型 No 小学校区の一部
中間農業地域
（水田型）

312 53.0

門崎 農事組合法人 営農組織型 分離型② 農業者，地域外 地域おこし型 - （旧）小学校区
中間農業地域
（田畑型）

1,246 38.4

奥州市 地区振興会 米里（鳴瀬）
任意組織
（直払協定）

営農組織型 分離型② 農業者 地域おこし型 - 複数の小学校区
中間農業地域
（田畑型）

1,400 45.2

花巻市
コミュニティ地

区
高松第三行政区

任意組織
（社団法人化の
予定あり）

住民主導型 分離型② 住民 地域貢献型 No 小学校区の一部
平地農業地域
（水田型）

184 43.5

上久堅
任意組織
（協議会）

制度型 分離型① 住民 総合型 Yes 小学校区
中間農業地域
（田畑型）

3,102 33.0

千代
任意組織
（協議会）

制度型 分離型① 住民，地域外 総合型 Yes 小学校区
山間農業地域
（畑地型）

1,781 40.1

串原 NPO法人 住民主導型 分離型② 住民 地域おこし型 - 小学校区
山間農業地域
（水田型）

808 40.0

岩村
協議会
（任意組織）

制度型 分離型① 住民 地域おこし型 No 小学校区
中間農業地域
（水田型）

5,205 31.6

山岡 NPO法人 制度型 分離型① 住民 総合型 - 小学校区
中間農業地域
（水田型）

4,668 32.2

中野方
任意組織
（協議会）

制度型 分離型① 住民，農業者 総合型 Yes 小学校区
中間農業地域
（田畑型）

1,611 32.5

田辺市 - 三川
任意組織
（協議会）

行政主導型
（県）

分離型① 住民 地域おこし型 No （旧）小学校区
山間農業地域
（田畑型）
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日高川町 - 寒川
任意組織
（協議会）

行政主導型
（県）

分離型① 住民 地域おこし型 No 小学校区
山間農業地域
（畑地型）

368 54.1

紀美野町 - 上神野
任意組織
（協議会）

行政主導型
（県・町）

一体型 住民，地域外 地域おこし型 No （旧）小学校区
中間農業地域
（畑地型）

568 45.1

御岳
任意組織
（協議会）

制度型 一体型 住民 地域おこし型 Yes 小学校区
中間農業地域
（田畑型）

968 24.5

菅
任意組織
（協議会）

制度型 一体型 住民 地域おこし型 Yes （旧）小学校区
山間農業地域
（水田型）

202 42.1

島木
任意組織
（協議会）

制度型 一体型 住民 地域おこし型 Yes （旧）小学校区
中間農業地域
（水田型）

361 28.0

東竹原
任意組織
（協議会）

制度型 一体型 住民 地域おこし型 Yes （旧）小学校区
中間農業地域
（畑地型）

431 29.5

大野
任意組織
（協議会）

制度型 一体型 住民 地域おこし型 No （旧）小学校区
中間農業地域
（田畑型）

421 27.1

菊池市 - 水源 NPO法人 住民主導型 分離型② 住民，地域外 地域おこし型 - （旧）中学校区
山間農業地域
（田畑型）

950 39.0

熊本県
山都町

和歌山県

自治振興区

恵那市 地域自治区岐阜県

岩手県

青森県

長野県 飯田市 地域自治区

地域協働体一関市

県名 市町村名
市町村による
広域地域自治
区の設定状況

地区名 ガバナンス
【参考】各地区の特性

組織体制主導主体
参画
主体

活動内容
会費の
徴収

資料：農業センサスや聞き取り調査結果等より筆者作成．なお，長野県，和歌山県，熊本県の事例は農林水産政策研究

所（2017）による．

注．高齢化率は 65 歳以上の人口割合であるが，山都町の各自治振興区は 75 歳以上の，外ヶ浜町上小国地区と一関市

本寺地区は 60 歳以上の，それぞれ人口が占める割合である．

他方，制度型は飯田市や恵那市の分離型と山都町の一体型に分かれた。これは，飯田市

や恵那市の制度が地方自治法に基づく地域自治区であるのに対して，山都町の場合，町条

例に基づく山都町独自の制度であることが関係していると思われる。すなわち，前者の場

合，地域協議会の設置が義務付けられているなど，制度的に協議機能と実行機能を分けよ

うとする意識が行政側において特に強い。しかし，山都町の場合，それが独自の制度でも

あるため，二つの機能を分ける意向は必ずしもない。その点を重視すれば，山都町の自治

振興区は制度型よりも行政主導型である。

他方，営農組織型の場合，基本的には農業者限定によるアソシエーション的性格の組織

体であることから，組織体制の分類はいずれも分離型②（事業組織単独型）とした。ただ

し，営農型組織と個々の自治会との連携関係が，多面的機能支払制度などに基づいて構築

されているケースも見受けられており，それらが全くの事業組織単独型と言い切ることも
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できない。

（ⅲ） 営農組織型の広域地域組織の特徴 

営農組織型において参画している主体をみると，外ヶ浜町の上小国と青森県弘前市の自

得（鬼楢）の両地区では，農業者以外にも住民が組織活動に参画している。後者の事例で

は，特に多面的機能支払の協定組織において，非農家の住民が活動に積極的に参加してお

り，地域の伝説や伝統文化の継承のための活動など，多面的機能支払の協定組織では対応

できない活動について，別組織を立ち上げ取組を開始するなど，より総合的な地域活性化

に向けた活動への発展がみられた。

周知のように，多面的機能支払では，非農家の地域住民や都市住民らも組織の構成員に

なる広域活動組織が認められており，複数の集落で多くの住民が参加できる広域地域組織

に必要な要件が制度的に認められている。

営農組織型が広域地域組織として，非農家の地域住民や都市住民をその活動の輪に加え

るためには，多面的機能支払制度が必要不可欠であるというわけではない。同制度による

活動内容には制約(4)があるものの，広域地域組織を制度として認める多面的機能支払制度

には，それを核とする広域地域組織として，多様な地域活動を実践することも可能であり，

そのような発展の方向性を弘前市の自得（鬼楢）地区の事例は示している。 

（ⅳ） 営農組織が核となった広域地域組織の可能性 

広域地域組織はその設立過程において，自治会や集落などの住民自治組織をベースとし

ていることもあり，それとは別に組織化が進んでいる集落営農組織，中山間地域等直払や

多面的機能支払の協定組織との連携がない，あるいは形式的連携にとどまっている場合が

多いことが，本研究の調査によって明らかとなった。

しかし，集落営農組織や直払等の協定組織など農業者による営農組織型の場合，その活

動に地域住民や都市住民を広く参画を求めることによって，より総合的な広域地域組織へ

と近づいていくことも可能であり，青森県による地域経営の取組などで，その成果を上げ

ていることも明らかになった。こうした動きは，住民自治組織をベースとする広域地域組

織の展開とは発展プロセスや組織の性格等を異にしており，次節において更に掘り下げて

分析したい。

他方，農業者の意識には農地や水路を保全管理することは農業者の役目であり，農業者

だけで解決すべき問題であるとする農業者の意識も，調査では多く聞くことができた。農

地所有者が農地の維持管理に最も責任を負っていることは明らかであるが，農地が持つ

様々な外部（経済）性，例えば農地が保全されていることによる農村景観の維持，逆に農

地が保全されていないことによる周辺環境の悪化や鳥獣害被害の発生など，農地管理の有

無による外部経済性や外部非経済性は，地域住民の多くに及び得ると考えられる。地域の

農業の現状と課題を，農業者だけでなく地域住民も知り，その解決策を講じるための議論

に広く参画することは，農業の担い手不足が深刻化していく中で，今後より強く求められ
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る。

この他，農産物加工などのコミュニティ・ビジネスを通じた地域活性化において，農業

者と非農業者の協力関係の構築は必要不可欠であり，地域の総合性を発揮した取組を行う

上で，両者の参画できる広域地域組織づくりを目指すことが重要である。

３） 中間支援組織による地域づくり支援の役割分担の実態

広域地域組織の組織化や活動を支援している主体は，主に地方自治体であり，大きく分

けると，県と市町村のいずれか単独による支援，あるいは両者の「行政間連携」による支

援である。広域地域組織に対する県と市町村との行政間連携による協調支援体制が機能し

得るのは，一つには青森県の地域経営の取組でみた「担い手協議会」のような農政関係の

協議会を通じたパターンであった。そのような体制が地域レベルで確立されていない場合

には，県あるいは市町村のいずれかの単独支援に分かれてしまいがちである。

他方，県庁あるいは市役所・町村役場の担当部課の専門化に伴う問題や弊害は，主に広

域地域組織の総合性の発揮において発現する。特に，異なる事業や取組を行う複数の地域

組織間の連携や融合を促すことを目指す自治体主導の地域づくり支援には，それに対応し

得る行政側の体制づくりの必要がある。つまり，総合性を志向する広域地域組織の支援に

は，支援自治体における企画，農林，福祉，文化・教育といった各部門同士による連携体

制の構築が必要不可欠であるが，形式的・名目的にはともかく，現実にこれが実現されて

いると言える事例は，調査事例の中では皆無であった。こうした自治体内部における広域

地域組織支援のための部課間連携を実現するには，首長のトップダウンなど強力なリー

ダーシップが必要かもしれない。

他方，自治体ほど強力な支援ではないが，農協，大学，NPO など民間の中間支援組織

が，それぞれ広域地域組織の支援を行っている事例もいくつかあった。特に大学では，そ

の教育活動や研究活動のフィールドとして広域地域組織の活動を利用している側面もあり，

大学などが広域地域組織を一方的に支援しているというより，両者の間には相互的な作用

が生じていると思われる。

農協による支援では，特に農協の支所・支店レベルでの連携が有効であるように思われ，

岩手県花巻市の高松第三行政区の事例では，JA いわて花巻の矢沢支店による支援が農協

の購買事業利用の増加にも効果があるなど，やはり相互的な作用を確認することができた。 
農協がこれまで築いてきた農業者や地域住民との「きめ細かな」接点を，住民組織等の

広域的再編が進む中で，今後どのようにして維持・発展させていくのか，農協にはその基

本姿勢が問われるが，岩手の事例はその方向性の一つを示している(5)。 
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できない。

（ⅲ） 営農組織型の広域地域組織の特徴

営農組織型において参画している主体をみると，外ヶ浜町の上小国と青森県弘前市の自

得（鬼楢）の両地区では，農業者以外にも住民が組織活動に参画している。後者の事例で

は，特に多面的機能支払の協定組織において，非農家の住民が活動に積極的に参加してお

り，地域の伝説や伝統文化の継承のための活動など，多面的機能支払の協定組織では対応

できない活動について，別組織を立ち上げ取組を開始するなど，より総合的な地域活性化

に向けた活動への発展がみられた。

周知のように，多面的機能支払では，非農家の地域住民や都市住民らも組織の構成員に

なる広域活動組織が認められており，複数の集落で多くの住民が参加できる広域地域組織

に必要な要件が制度的に認められている。

営農組織型が広域地域組織として，非農家の地域住民や都市住民をその活動の輪に加え

るためには，多面的機能支払制度が必要不可欠であるというわけではない。同制度による

活動内容には制約(4)があるものの，広域地域組織を制度として認める多面的機能支払制度

には，それを核とする広域地域組織として，多様な地域活動を実践することも可能であり，

そのような発展の方向性を弘前市の自得（鬼楢）地区の事例は示している。

（ⅳ） 営農組織が核となった広域地域組織の可能性

広域地域組織はその設立過程において，自治会や集落などの住民自治組織をベースとし

ていることもあり，それとは別に組織化が進んでいる集落営農組織，中山間地域等直払や

多面的機能支払の協定組織との連携がない，あるいは形式的連携にとどまっている場合が

多いことが，本研究の調査によって明らかとなった。

しかし，集落営農組織や直払等の協定組織など農業者による営農組織型の場合，その活

動に地域住民や都市住民を広く参画を求めることによって，より総合的な広域地域組織へ

と近づいていくことも可能であり，青森県による地域経営の取組などで，その成果を上げ

ていることも明らかになった。こうした動きは，住民自治組織をベースとする広域地域組

織の展開とは発展プロセスや組織の性格等を異にしており，次節において更に掘り下げて

分析したい。

他方，農業者の意識には農地や水路を保全管理することは農業者の役目であり，農業者

だけで解決すべき問題であるとする農業者の意識も，調査では多く聞くことができた。農

地所有者が農地の維持管理に最も責任を負っていることは明らかであるが，農地が持つ

様々な外部（経済）性，例えば農地が保全されていることによる農村景観の維持，逆に農

地が保全されていないことによる周辺環境の悪化や鳥獣害被害の発生など，農地管理の有

無による外部経済性や外部非経済性は，地域住民の多くに及び得ると考えられる。地域の

農業の現状と課題を，農業者だけでなく地域住民も知り，その解決策を講じるための議論

に広く参画することは，農業の担い手不足が深刻化していく中で，今後より強く求められ

（４） 共的セクターとしての広域地域組織の位置付けとその「二面性」に伴う問題

１） 一体型と分離型で比較した利益分配やリスク管理の特徴や違い

協議機能と実行機能が一つの組織にある一体型の広域地域組織だが，実行している取組
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内容をみると，そもそも所得や雇用の確保を直接の目的とはしない，イベントや伝統文化

の保全といった取組，あるいはコミュニティ・ビジネスに取り組んでいる場合も，リスク

は低いが，収益もあまり期待できないローリスク・ローリターンで取り組める活動や事業

がその中心となっている。

最終報告も指摘するように，事業リスクの処理は，組織基盤が脆弱な広域地域組織にとっ

て，対応が非常に困難であり，特に一体型の広域地域組織の大半は，リスクを強く意識し

て取組を行わざるを得ない。もう 1 点，広域地域組織が一体型であっても，事業で得た利

益は自動的に地域全体に裨益するわけではない。つまり，広域地域組織への住民参画には

形式的には一体型，実際は一部の有志らによって運営されているため，それが利益を目指

した取組を実行する組織であるとみなされれば，広域地域組織に対する地域の「求心力」

は弱まってしまうことが少なくない。

そうしたこともあり，広域地域組織として収益を目指した経済事業に取り組もうとする

場合には，現実的には分離型を選択する可能性が高い。他方，多くの分離型の広域地域組

織では，現実には，それが一体型の内部の取組から派生し独立した実行組織ではない場合

が多く，実行組織と協議組織との連携関係は概して弱いのが特徴である。

すなわち，分離型の場合，実行組織は協議組織に依存していないが，協議組織からの指

示も受けていないなど，実行組織の活動に協議組織が関与する余地が限られている。協議

組織と実行組織と間には，権限や責任の体系が確立されていないのである。

ただし，そのような協議組織と実行組織との間で連携が取れていないという実態が，必

ずしも地域全体の利益につながらないわけではないので，こうした現状を一概に否定する

ことはできない。しかし，可能な限り両者の連携を密にとることが，地域全体の利益を高

める上では効果的なことは確かであろう。

そこで，分離型の両者の連携が確立されるための条件として，特に事業活動に伴う経済

性に着目した場合，両者の連携の実現によって「範囲の経済性」が成立しているかどうか

がある。つまり，両者の連携によって，実行組織等の事業等において連携前よりも低コス

トで財やサービスを供給できる場合，コスト節減というメリットが連携には認められる。

ただし，範囲の経済性の存在によって，協議組織と実行組織との組織間連携や統合化への

圧力が直ちに生じるわけではない。広域地域組織の活動範囲では，異なる主体間同士の競

争が成り立っていないからである。競争原理などによる事業効率化圧力が非常に弱いこと

も，広域地域組織内での組織間連携や統合化が進まない理由である。

２） 広域地域組織の活動成果の把握と評価

広域地域組織の「成果」が問われる理由は，多くの場合，公的資金からの支援を多かれ

少なかれ受けて活動をしている点に帰着する。つまり，最終的に成果が問われるのは行政

の政策パフォーマンスとしてみた広域地域組織の評価となるケースが多い。これは，補助

金事業では，依頼人（行政＝プリンシパル）と代理人（エージェント）が存在するので，

プリンシパルはエージェントが適切に活動を実行しているかを管理する必要性があり，取
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組の経過や成果を客観的に示す必要性が発生するからである。

このように，広域地域組織の成果は，外部に対して説明するために問われることはある

が，実のところ，広域地域組織の活動自体にその成果を明らかにし，評価することが必ず

求められているわけではない。無論，広域地域組織の取組をより効果的・効率的に実施し

ようとするインセンティヴはあるが，広域地域組織のプリンシパルとエージェントはどち

らも同じ「住民」であり，両者が一致する「共的セクター」では，その成果を明らかにし，

説明・評価しなければならない合理的な理由は，補助金など公的資金の支援対象となって

いる場合を除けば，見出し難い。

なお，本研究で取り上げた事例において，広域地域組織としての明確な活動目標を設定

し，これを利害関係者（ステークホールダー）に説明する責任を制度的に負っているのは，

NPO 法人や（法人化した）集落営農組織である。すなわち，法制度として，メンバー（社

員・組合員）に対して法人の活動成果の報告義務がある。当然，任意組織でも自律的に目

標設定とステークホールダーに対する説明はおおむね行っているが，その目標設定や達成

状況に対する評価を客観的に行うには，外部評価者を入れるなどしなければ，その実効性

は確保できないと考える。

以上をまとめると，広域地域組織は，行政の外部資金などに依存している場合，あるい

は金融機関等から資金の借入れなどを行っている場合などは，少なくとも対外的に活動成

果等を客観的に問われる余地もある。しかし，特にプリンシパルとエージェントが同一で

ある一体型の広域地域組織にとっては，その活動の客観的な成果を上げることは，本質的

な目的にはなりにくいと言える。そのため，特に一体型の広域地域組織では，活動それ自

体に参加する人びとの効用や満足度といった，参加者それぞれの主観が広域地域組織の成

果として許容されがちである。

更に言えば，仮に広域地域組織自らその活動に対する客観的目標を設定すれば，当然だ

が，その達成状況いかんによっては関係者の責任問題へと発展せざるを得ない。つまり，

地域の合意形成を最も重視する広域地域組織，特にそれが設立から間もなく組織基盤が脆

弱な場合，自らの活動内容や活動計画に具体的な目標を設定することは，あまり有意義で

はないと考える傾向がある。

仮に広域地域組織が活動の成果として利益を得られた場合でも，最終報告も指摘するよ

うに，今度はそれを地域全体にどのようにして裨益させるのかという，ある意味で「厄介」

な課題に広域地域組織は直面する。その場合，ステークホールダーである住民への成果配

分の「最適解」の実現に必要な「調整コスト」が大きくなり，実質的に利益がマイナスに

なるおそれもある。よって，そのような複雑かつ厄介な問題はなるべく惹起させないよう

に取り組むという基本的な活動方針が，何らかの形で参加者に了解されていることもある

(6)。

企業や行政などとは全く異なる行動規範を持つ広域地域組織に特有な事情から，広域地
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内容をみると，そもそも所得や雇用の確保を直接の目的とはしない，イベントや伝統文化

の保全といった取組，あるいはコミュニティ・ビジネスに取り組んでいる場合も，リスク

は低いが，収益もあまり期待できないローリスク・ローリターンで取り組める活動や事業

がその中心となっている。

最終報告も指摘するように，事業リスクの処理は，組織基盤が脆弱な広域地域組織にとっ

て，対応が非常に困難であり，特に一体型の広域地域組織の大半は，リスクを強く意識し

て取組を行わざるを得ない。もう 1 点，広域地域組織が一体型であっても，事業で得た利

益は自動的に地域全体に裨益するわけではない。つまり，広域地域組織への住民参画には

形式的には一体型，実際は一部の有志らによって運営されているため，それが利益を目指

した取組を実行する組織であるとみなされれば，広域地域組織に対する地域の「求心力」

は弱まってしまうことが少なくない。

そうしたこともあり，広域地域組織として収益を目指した経済事業に取り組もうとする

場合には，現実的には分離型を選択する可能性が高い。他方，多くの分離型の広域地域組

織では，現実には，それが一体型の内部の取組から派生し独立した実行組織ではない場合

が多く，実行組織と協議組織との連携関係は概して弱いのが特徴である。

すなわち，分離型の場合，実行組織は協議組織に依存していないが，協議組織からの指

示も受けていないなど，実行組織の活動に協議組織が関与する余地が限られている。協議

組織と実行組織と間には，権限や責任の体系が確立されていないのである。

ただし，そのような協議組織と実行組織との間で連携が取れていないという実態が，必

ずしも地域全体の利益につながらないわけではないので，こうした現状を一概に否定する

ことはできない。しかし，可能な限り両者の連携を密にとることが，地域全体の利益を高

める上では効果的なことは確かであろう。

そこで，分離型の両者の連携が確立されるための条件として，特に事業活動に伴う経済

性に着目した場合，両者の連携の実現によって「範囲の経済性」が成立しているかどうか

がある。つまり，両者の連携によって，実行組織等の事業等において連携前よりも低コス

トで財やサービスを供給できる場合，コスト節減というメリットが連携には認められる。

ただし，範囲の経済性の存在によって，協議組織と実行組織との組織間連携や統合化への

圧力が直ちに生じるわけではない。広域地域組織の活動範囲では，異なる主体間同士の競

争が成り立っていないからである。競争原理などによる事業効率化圧力が非常に弱いこと

も，広域地域組織内での組織間連携や統合化が進まない理由である。

２） 広域地域組織の活動成果の把握と評価

広域地域組織の「成果」が問われる理由は，多くの場合，公的資金からの支援を多かれ

少なかれ受けて活動をしている点に帰着する。つまり，最終的に成果が問われるのは行政

の政策パフォーマンスとしてみた広域地域組織の評価となるケースが多い。これは，補助

金事業では，依頼人（行政＝プリンシパル）と代理人（エージェント）が存在するので，

プリンシパルはエージェントが適切に活動を実行しているかを管理する必要性があり，取

域組織の取組や事業においては，その収益性や効率性よりも継続性や安定性を重視しがち

となり，その活動成果は曖昧で捉えにくいという一般的傾向が見受けられる。よって，例
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えば「できることから少しずつ実行する」，「参加者全員が楽しく取り組むことを目指す」，

「赤字はなるべく出さない」といった，ややもすれば曖昧で消極的ともとれる目標設定に

広域地域組織のそれが流れがちであるのは，こうした理由があると考えられる。

（５） 広域地域組織の取り組む「地域課題」の対象に関する問題

１） 範域に応じた地域課題の違いと対応状況

広域地域組織が取組対象とする「地域課題」とは，本質的にはその地域に固有の課題で

あり，多様かつ複雑である。しかし，地域課題ごとに地域の範囲を確定することで，地域

課題はある程度まで整理は可能となる。

まず，農業に関する地域課題は，基本的には個別の集落で完結するような課題（農地，

農業施設の維持管理等）である。他方で，集落営農組織の広域連携は，主に生産・流通コ

スト等の節減，あるいは 6 次産業化による生産物の付加価値の増大といった，事業活動に

おける部分的なメリット享受のために行われることが多い。

次に，伝統文化・芸能の継承に関する地域課題は，集落単位と小学校区などの広域地域

の双方があり得る。これは，広域地域組織などが主体的に範域を決定するというよりも歴

史的伝統的に決まっていることでもある。他方で，舞踊など参加者には一定の人数が必要

な場合もあり，特に集落などの狭い範域では取組が維持できず，やむを得ず他集落との連

携を模索する場合もある。しかし，それが伝統的な取組である以上，文化や歴史的背景の

異なる地域との連携を安易に求めることには否定的考えも根強いことは指摘される。

第 3 に，生活条件の確保に関する地域課題は，内容によって個別集落と小学校区などの

広域地域の双方に及ぶ。すなわち，集落単位での課題の主なものは，冠婚葬祭，周辺環境

の美化作業，地域内交流〈ふれあいイベントなど〉である。これに対して，小学校区など

広域的対応を必要とするのは，買い物支援，高齢者介護・見守り，小学校 PTA・子供会，

地域間交流などである。

このように課題を整理すれば，集落の課題と広域地域組織の課題はある程度仕分けする

ことが可能であり，小田切（2011）が指摘するような，集落と広域地域組織との「補完性」

があることも確認できる。しかし，今後問題となるのは，集落規模の縮小や高齢化によっ

て，個別集落単位の課題が実現できなくなるおそれがある点である。

現時点では，各集落は，できる限り他の集落の支援や協力を得ないで単独で取組を実行

しようとする傾向が強く，周辺の集落も積極的に支援するような動きも概して弱い。そこ

で，広域地域組織が仲介・調整するなどして，個別集落の地域課題への介入が必要になる

事態が今後増えていくのではないかと思われる。また，必要があれば，行政がそのような

役割を広域地域組織等に促していくことも求められるかもしれない。

２） 広域地域組織の地域貢献活動が地域の「まとまり」の創出と再生に果たす役割農

山村は，小規模の農家によって構成される同質集団からなっていた。しかし，経済成
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長などに伴う社会の多様化や複雑化によって，都市部を中心に社会の異質化が進んでおり，

農山村においてもその影響を少なからず受けている。一つには都市部への人口流出である

が，農山村においてとどまった人口も，兼業などに従事するなどして，昼間は村外に出て

働くなど，かつての生産と生活の場の一致の原則は崩れ，働き手を中心に地域内にとどま

る時間は減少していると思われる。このため，集落や地域のアイデンティティを体現化す

る祭事やイベント，例えば，かつての村社会で実施してきた村内運動会や盆踊り大会，公

民館単位などで行われてきた文化祭，敬老会などの継続を断念せざるを得なくなっている。 
こうして，維持ができなくなっていた祭事やイベントなどを，広域地域組織の設立を契

機として「復活」させることは，間接的な地域社会の利害調整機能を果たしている可能性

がある。すなわち，人びとのライフスタイルや考え方の多様化が農山村でも着実に進む中

で，そのような祭事やイベントを実施することで，地域への移住者等も含む住民間で地域

の「一体性」を確保し，異なる利害・関心を持つ人びとが，一つの共通した目的に向かう

前向きな協力や態度を人びとから引き出すことができる。

更に言えば，長く地域で維持されてきた伝統芸能や祭事，福祉活動や教育活動といった

様々な地域貢献活動で「実績」を上げるというステップは，特に，新たに設立されたばか

りの広域地域組織にとって，比較的実施のハードルが低く，成果を上げやすい取組である。

そのような広域地域組織による「成功体験」を住民が共有化できたことは，広域地域組織

の地域内での「求心力」の確保・向上へとつながり，広域地域組織が次の発展段階，広域

地域組織の活動がコミュニティ・ビジネスなどの「前向き」の取組へと進むための必要条

件の一つになっているとみることもできる。

この他，福祉活動や教育活動についても，活動それ自体が備えている公益性や有益性は

言うまでもないが，さらに，そうした活動を広域地域組織が積み重ねることで，広域地域

組織が「地域代表性」を住民から獲得し，地域貢献活動以外の取組を住民の協力を得て実

践する上で，有益に作用する可能性が高いと思われる。

２. 広域地域組織の現段階における「到達点」

本節では，以上までの本研究で調査対象とした広域地域組織の分析結果を踏まえ，その

位置付けや取組内容の現段階における「到達点」を検討する。具体的には，以下の 2 点に

論点を絞って検討を加える。第 1 に広域地域組織の多様性と地域性の現段階，第 2 にオー

ソドックスな地域マネジメント型の広域地域組織とそのオールタナティヴ（代替案）とし

ての，ネットワーク型の広域地域組織の現段階である。
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えば「できることから少しずつ実行する」，「参加者全員が楽しく取り組むことを目指す」，

「赤字はなるべく出さない」といった，ややもすれば曖昧で消極的ともとれる目標設定に

広域地域組織のそれが流れがちであるのは，こうした理由があると考えられる。

（５） 広域地域組織の取り組む「地域課題」の対象に関する問題

１） 範域に応じた地域課題の違いと対応状況

広域地域組織が取組対象とする「地域課題」とは，本質的にはその地域に固有の課題で

あり，多様かつ複雑である。しかし，地域課題ごとに地域の範囲を確定することで，地域

課題はある程度まで整理は可能となる。

まず，農業に関する地域課題は，基本的には個別の集落で完結するような課題（農地，

農業施設の維持管理等）である。他方で，集落営農組織の広域連携は，主に生産・流通コ

スト等の節減，あるいは 6 次産業化による生産物の付加価値の増大といった，事業活動に

おける部分的なメリット享受のために行われることが多い。

次に，伝統文化・芸能の継承に関する地域課題は，集落単位と小学校区などの広域地域

の双方があり得る。これは，広域地域組織などが主体的に範域を決定するというよりも歴

史的伝統的に決まっていることでもある。他方で，舞踊など参加者には一定の人数が必要

な場合もあり，特に集落などの狭い範域では取組が維持できず，やむを得ず他集落との連

携を模索する場合もある。しかし，それが伝統的な取組である以上，文化や歴史的背景の

異なる地域との連携を安易に求めることには否定的考えも根強いことは指摘される。

第 3 に，生活条件の確保に関する地域課題は，内容によって個別集落と小学校区などの

広域地域の双方に及ぶ。すなわち，集落単位での課題の主なものは，冠婚葬祭，周辺環境

の美化作業，地域内交流〈ふれあいイベントなど〉である。これに対して，小学校区など

広域的対応を必要とするのは，買い物支援，高齢者介護・見守り，小学校 PTA・子供会，

地域間交流などである。

このように課題を整理すれば，集落の課題と広域地域組織の課題はある程度仕分けする

ことが可能であり，小田切（2011）が指摘するような，集落と広域地域組織との「補完性」

があることも確認できる。しかし，今後問題となるのは，集落規模の縮小や高齢化によっ

て，個別集落単位の課題が実現できなくなるおそれがある点である。

現時点では，各集落は，できる限り他の集落の支援や協力を得ないで単独で取組を実行

しようとする傾向が強く，周辺の集落も積極的に支援するような動きも概して弱い。そこ

で，広域地域組織が仲介・調整するなどして，個別集落の地域課題への介入が必要になる

事態が今後増えていくのではないかと思われる。また，必要があれば，行政がそのような

役割を広域地域組織等に促していくことも求められるかもしれない。

２） 広域地域組織の地域貢献活動が地域の「まとまり」の創出と再生に果たす役割

農山村は，小規模の農家によって構成される同質集団からなっていた。しかし，経済成

（１） 広域地域組織の多様性と地域性

１） 広域地域組織の多様性

広域地域組織は，現段階において全国各地のすべての農山村と呼ばれる地域で必要不可
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欠な存在になってきているわけではない。まず，ここまで地域が長期的な衰退傾向を続け

て至った現状に住民が向き合うことから始め，そこに何らかの変革をもたらすような取組

をやはり住民が主体となって始めなければならないという，ある程度切迫した事情や状況

が住民間に共有化されていなければ，広域地域組織を設立する意義はないからである。

しかし，そのような問題に現時点で直面していない地域であっても，広域地域組織は設

立されることがある。現時点では必ずしも生活・定住条件に関わる切迫した問題に直面し

てはいないが，地域を活性化するために，住民が主体となって新たな広域地域組織を立ち

上げ，もっぱら住民間あるいは都市住民との交流や参加者の生きがいといったことに取組

の主眼が置かれやすい傾向がある。

こうしたことから，広域地域組織あるいは地域運営組織と呼ばれる住民組織は，地域を

住民が主体となってマネジメントすることを目指すような場合から，地域おこしや地域貢

献を実施する主体として設立される場合まで，現時点で，極めて多様な存在として各地に

設立され活動が実施されている。

また，生活・定住条件面で不利性が大きい農山村ほど，より総合的な広域地域組織の発

展が一般的に望まれやすい。逆に，生活・定住条件が依然としてある程度は確保されてい

る農山村では，市場経済に基づく各種生活サービスの供給も成立しやすく，地域おこしや

地域貢献だけでも目的は十分に果たせるかもしれない。その意味で，農山村各地の広域地

域組織は決して同質的存在ではなく，その生活・定住条件の違いを反映して，異質性ない

し多様性がむしろ大きい存在になっている。

２） 広域地域組織の地域性

さらに，広域地域組織の本来的な多様性を，我が国における農山村の地域性という観点

に読み替えることもできる。今回の調査対象には含まれなかったが，島根県や広島県など

の山陰地方の中山間地域のように，山間部に位置し都市的地域へのアクセスが悪く，山林

面積の占める割合が非常に大きく，かつ集落の規模が比較的小規模などの共通した特徴を

持つ農山村の集落であれば，広域地域組織の目的も地域の総合的な課題解決を目指すとい

う方向性が掲げられやすいと考えることができる(7)。

これに対し東北地方の青森県では，冬季の気候の厳しさから可住地域が限られているこ

ともあり，西日本の中山間地域に比べれば，農山村においても集落の立地は生活インフラ

等へのアクセスが良好なところに限定されている。さらに，農業所得もある程度確保して

おり，若い担い手や後継者も存在する農業経営体が農山村に一定数存在しているといった

状況にある。こうした状況に置かれた農山村において，設立されようとする広域地域組織

が直面する地域課題は，生活・定住条件の確保というよりも，どちらかと言えば，地域活

性化対策としての所得や雇用の持続的な確保，あるいは，今ある地域社会の維持を前提と

するような地域貢献などに重点が置かれやすい。

広域地域組織は，大きくは単独集落だけでは取組が困難な課題に対して，広域的に対応

するための「枠組み」を提供するが，それが地域の課題を主な取組対象としている以上は，
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広域地域組織の性格や活動内容は，広域地域組織が活動している農山村の環境の違いを良

く反映しており，広域地域組織の多様性の源泉は，その活動の経過や成熟度合いといった

技術的な要因だけでなく，農山村の地域性にもある程度求めることができる。

（２） 地域マネジメント型と地域ネットワーク型の広域地域組織の現段階

１） 地域マネジメント型広域地域組織の現段階

今回調査対象とした広域地域組織のうち，様々な地域課題を総合的に対処し得る「地域

マネジメント型」の広域地域組織の姿を特に見出すことができた飯田市と恵那市の地域自

治区の事例では，地域協議会や各種の委員会といった地域のあらゆる問題や課題を包括的

に扱える組織体制が存在しており，その実行に必要な予算や人員もある程度は確保されて

いた。

広域地域組織が総合性を発揮できる地域マネジメント型たるには，組織の役員や予算の

獲得という面からみても，ある程度の人口が確保されていなければならない可能性は高い。

飯田市と恵那市における地域自治区の事例で人口をみると，最も小さい地区でも 800 人を

超えており，調査対象事例の中では比較的人口規模が大きい地区であった。

広域地域組織の主な範域とされる小学校区や旧町村といった，住民同士の歴史的あるい

は伝統的な結合性を重視する「広域化」だけで，地域マネジメント型の広域地域組織に必

要な最低規模を必ずクリアできるわけではない。その場合，更なる広域化が必要になる可

能性はあるが，あまりに広域化すれば広域地域組織では住民の一体性がなくなるというジ

レンマが生じる可能性がある。
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欠な存在になってきているわけではない。まず，ここまで地域が長期的な衰退傾向を続け

て至った現状に住民が向き合うことから始め，そこに何らかの変革をもたらすような取組

をやはり住民が主体となって始めなければならないという，ある程度切迫した事情や状況

が住民間に共有化されていなければ，広域地域組織を設立する意義はないからである。

しかし，そのような問題に現時点で直面していない地域であっても，広域地域組織は設

立されることがある。現時点では必ずしも生活・定住条件に関わる切迫した問題に直面し

てはいないが，地域を活性化するために，住民が主体となって新たな広域地域組織を立ち

上げ，もっぱら住民間あるいは都市住民との交流や参加者の生きがいといったことに取組

の主眼が置かれやすい傾向がある。

こうしたことから，広域地域組織あるいは地域運営組織と呼ばれる住民組織は，地域を

住民が主体となってマネジメントすることを目指すような場合から，地域おこしや地域貢

献を実施する主体として設立される場合まで，現時点で，極めて多様な存在として各地に

設立され活動が実施されている。

また，生活・定住条件面で不利性が大きい農山村ほど，より総合的な広域地域組織の発

展が一般的に望まれやすい。逆に，生活・定住条件が依然としてある程度は確保されてい

る農山村では，市場経済に基づく各種生活サービスの供給も成立しやすく，地域おこしや

地域貢献だけでも目的は十分に果たせるかもしれない。その意味で，農山村各地の広域地

域組織は決して同質的存在ではなく，その生活・定住条件の違いを反映して，異質性ない

し多様性がむしろ大きい存在になっている。

２） 広域地域組織の地域性

さらに，広域地域組織の本来的な多様性を，我が国における農山村の地域性という観点

に読み替えることもできる。今回の調査対象には含まれなかったが，島根県や広島県など

の山陰地方の中山間地域のように，山間部に位置し都市的地域へのアクセスが悪く，山林

面積の占める割合が非常に大きく，かつ集落の規模が比較的小規模などの共通した特徴を

持つ農山村の集落であれば，広域地域組織の目的も地域の総合的な課題解決を目指すとい

う方向性が掲げられやすいと考えることができる(7)。

これに対し東北地方の青森県では，冬季の気候の厳しさから可住地域が限られているこ

ともあり，西日本の中山間地域に比べれば，農山村においても集落の立地は生活インフラ

等へのアクセスが良好なところに限定されている。さらに，農業所得もある程度確保して

おり，若い担い手や後継者も存在する農業経営体が農山村に一定数存在しているといった

状況にある。こうした状況に置かれた農山村において，設立されようとする広域地域組織

が直面する地域課題は，生活・定住条件の確保というよりも，どちらかと言えば，地域活

性化対策としての所得や雇用の持続的な確保，あるいは，今ある地域社会の維持を前提と

するような地域貢献などに重点が置かれやすい。

広域地域組織は，大きくは単独集落だけでは取組が困難な課題に対して，広域的に対応

するための「枠組み」を提供するが，それが地域の課題を主な取組対象としている以上は，

また，地域マネジメント型広域地域組織には，広域地域組織を直接現場で支援できる出

先機関や支所の設置，補助金等による基礎的活動資金の支給といった，広域地域組織に対

する自治体による支援体制の整備が必要である(8)。こうした対応は，行政コストの将来の

削減につながる可能性もあるが，現時点で一定の「初期投資」が必要であり，かつ，一定

の期間は支援を継続する必要がある。このため，自治体の財政規模や財政状況によっては

実現が難しい場合も少なくないだろう。

２） 地域ネットワーク型広域地域組織の現段階

  一体型や分離型①は，地域マネジメント型の広域地域組織に適合的であるのに対し分離

型②の場合，中核あるいは上位となる協議組織を欠くため，実行組織が各々単独で存立す

るか，あるいは複数の実行組織同士が互いに連携する「ネットワーク」が見えてくる。

そのような「地域ネットワーク型」の広域地域組織の場合，一般的には，参加組織がす

べて対等な立場に立つ協議会方式で主体間連携を図るパターンが考えられる。また，統合

型と分離型①であっても，特に協議組織の機能が脆弱なため，確固とした権限・責任関係

の体系が構築できず，事実上，地域ネットワーク型である広域地域組織も多いと思われる。

さらに，地域おこしや地域貢献が活動内容の中心にある広域地域組織であれば，地域ネッ
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トワーク型でも個々の実行組織の機能を発揮することも十分に可能であり，地域マネジメ

ント型にこだわるべき強い理由も見出せない。

広域地域組織の実態をみていると，そもそも地域ネットワーク型として活動することを

目指している広域地域組織だけでなく，将来的には地域マネジメント型の広域地域組織を

目指しながらも，その過渡的形態として地域ネットワーク型として機能している場合も少

なくない。また，主に人口規模や行政支援の問題等から，地域マネジメント型の広域地域

組織の実現が不可能である場合なども，小規模での設立や維持コストも低い地域ネット

ワーク型のメリットを積極的に活かすことは可能だと思われる。

（３） 受益と負担の関係からみた広域地域組織の課題

１） 広域地域組織における受益と負担の実態

 地域マネジメント型の広域地域組織の組織体制に着目すると，統合型と分離型①の広域

地域組織の場合，協議組織を上位組織，複数の実行組織を下位組織とする「ヒエラルキー」

が見えてくる。これは，実際の広域地域組織で多く見られるオーソドックスな形態でもあ

る。特に，一体型の場合であれば，その法人化などによって，協議組織は理事会や総会と

いった経営の意思決定機関，実行組織は事業部などといった位置付けを与えることもでき

る。

地域マネジメント型の広域地域組織の協議組織では，大半の場合，住民に広域地域組織

の運営に参加する権利を与えている。それは大まかに言えば，定期的に総会を開催し民主

的な意思決定の場に地域内の全住民や全戸が直接参加する権利を与える場合，または，各

集落の総代を通じた総代会による間接参加の権利を与える場合のいずれかに集約化される。 
ところで，住民に何らかの権利を与える一方で，広域地域組織として住民に義務を課し

ている事例は極めて少ない。まず，集落のように地域内の清掃・美化活動や地域資源管理

に必要な労役をすべての住民に義務的に課す事例は，調査対象の中では，皆無であった。

他方，広域地域組織の活動範域内のほぼ全世帯から活動資金として会費を徴収している事

例（青森県新郷村川代地区，熊本県山都町の自治振興区の一部，長野県飯田市の地域自治

区，岐阜県恵那市の中野方地区）は認められた（営農組織型と法人化した広域地域組織を

除く）。

広域地域組織がその必要経費や活動費として会費を全戸から徴収している事例は，金額

の多寡の問題もあるが，住民が広域地域組織に対する地域代表性，あるいは，やや誇張し

ていえば，ある一定の範域における住民が自ら設立し運営する唯一の「統治体」としての

「正統性」を当該広域地域組織に対して，住民の多くが一定程度認めているとみなすこと

ができるだろう。 

２） 受益と負担の関係からみる広域地域組織の持続的発展性

一定の範域において実質的にすべての住民が参加する地域マネジメント型の広域地域組
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織は，現実的には小学校区などの歴史的，伝統的に確立された範域における人びとの連帯

意識や紐帯をベースとしており，いわば「当然加入方式」により住民が広域地域組織に参

加している実態がある(9)。こうした広域地域組織では，全住民の同意が前提となるが，会

費などを徴収する可能性があり，組織の持続性を一応担保することができると思われる。

しかし，当然加入方式が成り立たないような地域マネジメント型広域地域組織の場合，

一部の住民有志が地域全体に貢献するという，「片務性」ないし「奉仕性」といった組織原

理によって広域地域組織が運営されており，有志住民のいわば強い「郷土愛」によって広

域地域組織が支えられているといっても過言ではないケースが少なからず見受けられる。

そうした「片務的」な地域マネジメント型の広域地域組織では，有志住民の個人的な思い

や努力，その意向が組織運営を左右するため，組織や活動の中長期的な持続性の観点から

は問題がある。

他方，広域地域組織の活動において，権利と義務，あるいは受益と負担の関係が明確に

特定化ないし規律化できる場合，参加住民の自由意志の尊重に基づく地域ネットワーク型

広域地域組織の発展の可能性があり，いわば「地域クラブ」としての広域地域組織という

位置付けを将来的に与えることも可能かもしれない。この場合，広域地域組織の活動に対

する賛同者ないし受益者の住民を会員として，会員から活動費として会費やサービスの対

価を徴収するという方式が考えられる(10)。

（４） 地域マネジメント型か地域ネットワーク型か

ここまでの議論を踏まえて，広域地域組織に関する二つの類型，「地域マネジメント型」
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トワーク型でも個々の実行組織の機能を発揮することも十分に可能であり，地域マネジメ

ント型にこだわるべき強い理由も見出せない。

広域地域組織の実態をみていると，そもそも地域ネットワーク型として活動することを

目指している広域地域組織だけでなく，将来的には地域マネジメント型の広域地域組織を

目指しながらも，その過渡的形態として地域ネットワーク型として機能している場合も少

なくない。また，主に人口規模や行政支援の問題等から，地域マネジメント型の広域地域

組織の実現が不可能である場合なども，小規模での設立や維持コストも低い地域ネット

ワーク型のメリットを積極的に活かすことは可能だと思われる。

（３） 受益と負担の関係からみた広域地域組織の課題

１） 広域地域組織における受益と負担の実態

地域マネジメント型の広域地域組織の組織体制に着目すると，統合型と分離型①の広域

地域組織の場合，協議組織を上位組織，複数の実行組織を下位組織とする「ヒエラルキー」

が見えてくる。これは，実際の広域地域組織で多く見られるオーソドックスな形態でもあ

る。特に，一体型の場合であれば，その法人化などによって，協議組織は理事会や総会と

いった経営の意思決定機関，実行組織は事業部などといった位置付けを与えることもでき

る。

地域マネジメント型の広域地域組織の協議組織では，大半の場合，住民に広域地域組織

の運営に参加する権利を与えている。それは大まかに言えば，定期的に総会を開催し民主

的な意思決定の場に地域内の全住民や全戸が直接参加する権利を与える場合，または，各

集落の総代を通じた総代会による間接参加の権利を与える場合のいずれかに集約化される。

ところで，住民に何らかの権利を与える一方で，広域地域組織として住民に義務を課し

ている事例は極めて少ない。まず，集落のように地域内の清掃・美化活動や地域資源管理

に必要な労役をすべての住民に義務的に課す事例は，調査対象の中では，皆無であった。

他方，広域地域組織の活動範域内のほぼ全世帯から活動資金として会費を徴収している事

例（青森県新郷村川代地区，熊本県山都町の自治振興区の一部，長野県飯田市の地域自治

区，岐阜県恵那市の中野方地区）は認められた（営農組織型と法人化した広域地域組織を

除く）。

広域地域組織がその必要経費や活動費として会費を全戸から徴収している事例は，金額

の多寡の問題もあるが，住民が広域地域組織に対する地域代表性，あるいは，やや誇張し

ていえば，ある一定の範域における住民が自ら設立し運営する唯一の「統治体」としての

「正統性」を当該広域地域組織に対して，住民の多くが一定程度認めているとみなすこと

ができるだろう。

２） 受益と負担の関係からみる広域地域組織の持続的発展性

一定の範域において実質的にすべての住民が参加する地域マネジメント型の広域地域組

と「地域ネットワーク型」を比較するため，その特徴点などを整理した結果を第終－5 表
に示す。

地域マネジメント型広域地域組織を志向する場合，協議組織と実行組織との権限関係を

明確化させるが，これは，組織運営の総合性や取組の効率性をより重視しているためとも

いえる。他方，広域地域組織における活動の柔軟性や革新性の発揮にプライオリティを置

けば，ネットワーク型の方が実行組織同士の自由な結合が実現されやすいというメリット

も見出せる。

しかし，地域ネットワーク型の場合，広域地域組織の「自治」の部分をどう確保するの

かという重要な問題がある。他方で，地域マネジメント型でも，現実には同一の組織内で

自治と経済の両立は容易ではなく，「二面性」という分かりにくさから，地域の理解を得ら

れにくいという点も同時に指摘される。その場合，地域マネジメント型でもコミュニティ・

ビジネスなど経済事業を扱う実行組織は，別組織として独立させるという対応も考えられ

る。これは，地域マネジメント型から地域ネットワーク型へと向かう広域地域組織の発展

も十分にあり得ることを意味する。

以上の検討から，地域マネジメント型と地域ネットワーク型のどちらか一方に我が国の

農山村における広域地域組織のあるべき姿や形，その発展の方向性を一方的に求めること
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は難しく，組織の発展段階や組織の置かれた農山村の環境変化などに応じて，随時，適切

な形態が選択されるべきであるのが最も妥当であるように思われる。

さらに，やや穿ったような見方をすれば，そのような環境変化に応じて柔軟に組織形態

を変化させること，あるいは地域マネジメント型と地域ネットワーク型のメリットを高い

レベルで両立させることが，広域地域組織の将来的な発展性や持続性に必要な条件とも思

われる。この点については，次節で更に検討を深めることにする。

第終－5表 地域マネジメント型と地域ネットワーク型の比較対照 

上位組織である協議組織が「司令塔」ないし
「コア（核）」として機能し，下位組織である
実行組織に対して明確な権限・責任の体系が構
築されたヒエラルキー

司令塔やコアとなる協議組織を事実上持たず，
実行組織間の連携に基づくネットワーク。場合
によっては集落営農組織など地域ぐるみ的組織
がネットワークのハブ（hub）となり得る

主に一体型と分離型①
主に分離型②。ただし一体型や分離型①でも事
実上は地域ネットワーク型となる場合もある

旧自治体，連合自治会・区長会など大半の地域
住民が帰属意識を持ち得る「当然加入制」が事
実上成り立っているような地域組織

NPO，社会福祉法人，広域的な集落営農組織や
直払制度の協定活動組織など，個人が自由な意
思に基づいて自発的に参加する地域組織

地域代表性
地域で唯一の広域地域組織として，実質的には
地域代表性を獲得し得る

協議組織による全体の統治がないので，地域代
表性は得にくい

ガバナンス

総合的かつ効率的な地域マネジメントを実行・
実現し，確固とした組織基盤の下で安定的な活
動展開が見込めるが，組織や取組が固定化しが
ちでいかに革新をもたらすかが課題

各実行組織の柔軟な主体間連携に基づくため，
革新性の発揮には強みがある。反面，組織の全
体的な統制が取りにくく，将来の組織展開の予
測は難しい

参加原理
いわゆる「当然加入方式」による実質的な全員
参加（コミュニティ型）

メリットの有無などに基づく個人の自由意思で
参加・脱退が可能（アソシエーション型）

財・サービスの供給
市場経済では供給されにくい非排除的で非競合
的な公共サービス，公共財（環境美化，道路整
備，祭り・イベント開催等）の供給に適合的

市場経済でも供給は可能だが，互助的な要素を
持つ財の供給（配食や送迎といった福祉関係
サービス等）に対応

受益と負担の関係
供給する公共財（サービス）は受益と負担の対
応が一対一になりにくい。受益も地域全体に及
ぶため，会費制を採用する事例もある

私的財は受益と負担の対応が一対一になり得
る。受益も地域全体には必ずしも及ばず，受益
者負担が原則となる

範域の規模と行政との関係

範域の設定
小学校区や旧町村など歴史的・伝統的に形成さ
れた単一の範域を設定しなければならない

実行組織によって範域に多少のズレがあっても
あまり問題にならない

範域の（人口）規模
総合的な委員会や部会を構成する必要があるた
め，人口規模が大きい範域が望ましい

人口の少ない範域でも取り組みやすい

行政（自治体）との関係
育成や支援には行政内部の部門間調整にコスト
が発生。両者のパートナーシップは築きやすい
が，下請け機関化するおそれもある

自治体の各部署が実行組織毎に個別対応・支援
するので，調整コストは少ない。他方で1対1の
明確なパートナーシップは築きにくい

当然加入でないケースも多く，その場合には有
志住民の片務的な活動に依存。受益が広域に及
ぶとフリーライダーの存在を許しやすい。自治
体の総合的な支援体制の継続的な実施も必要

各実行組織には自立できる経営能力や組織体制
が必要。地域マネジメントの総合的・効率的な
実施には適さない。中長期的には，安定的な
ネットワークの構築が必要

西日本の中山間地域など，すでに生活・農業生
産条件面等である程度の不利性が認められ，
様々な困難が発生している農山村

東日本（特に東北地方）の中山間地域，平地農
業地域など，生活・農業生産条件面等でなお著
しい困難が生じているとまでは言えない農山村

長野県飯田市や岐阜県恵那市の各地域自治区，
熊本県山都町の自治振興区，和歌山県の過疎生
活圏

青森県外ヶ浜町農業・農村活性化協議会,青森
県弘前市自得地区環境保全会，岩手県奥州市鳴
瀬振興組合

各型の広域地域組織への発
展可能性が認められる主な
事例

課　題

地域代表性・ガバナンス

地域マネジメント型

適合的な農山村

地域ネットワーク型

組織形態

組織体制

主たる基盤組織

サービスや財の供給と費用
負担原則

資料：筆者作成．
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３. 広域地域組織の今後の展望

 前節では，調査対象事例の調査結果を基にした広域地域組織の現時点における「到達点」

について議論した。本節では，そこで指摘された地域マネジメント型と地域ネットワーク

型という二つの広域地域組織のタイプについて，それぞれの今後の展望と課題を論じたい。 

（１） 広域地域組織の将来展望と課題
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は難しく，組織の発展段階や組織の置かれた農山村の環境変化などに応じて，随時，適切

な形態が選択されるべきであるのが最も妥当であるように思われる。

さらに，やや穿ったような見方をすれば，そのような環境変化に応じて柔軟に組織形態

を変化させること，あるいは地域マネジメント型と地域ネットワーク型のメリットを高い

レベルで両立させることが，広域地域組織の将来的な発展性や持続性に必要な条件とも思

われる。この点については，次節で更に検討を深めることにする。

第終－5表 地域マネジメント型と地域ネットワーク型の比較対照

上位組織である協議組織が「司令塔」ないし
「コア（核）」として機能し，下位組織である
実行組織に対して明確な権限・責任の体系が構
築されたヒエラルキー

司令塔やコアとなる協議組織を事実上持たず，
実行組織間の連携に基づくネットワーク。場合
によっては集落営農組織など地域ぐるみ的組織
がネットワークのハブ（hub）となり得る

主に一体型と分離型①
主に分離型②。ただし一体型や分離型①でも事
実上は地域ネットワーク型となる場合もある

旧自治体，連合自治会・区長会など大半の地域
住民が帰属意識を持ち得る「当然加入制」が事
実上成り立っているような地域組織

NPO，社会福祉法人，広域的な集落営農組織や
直払制度の協定活動組織など，個人が自由な意
思に基づいて自発的に参加する地域組織

地域代表性
地域で唯一の広域地域組織として，実質的には
地域代表性を獲得し得る

協議組織による全体の統治がないので，地域代
表性は得にくい

ガバナンス

総合的かつ効率的な地域マネジメントを実行・
実現し，確固とした組織基盤の下で安定的な活
動展開が見込めるが，組織や取組が固定化しが
ちでいかに革新をもたらすかが課題

各実行組織の柔軟な主体間連携に基づくため，
革新性の発揮には強みがある。反面，組織の全
体的な統制が取りにくく，将来の組織展開の予
測は難しい

参加原理
いわゆる「当然加入方式」による実質的な全員
参加（コミュニティ型）

メリットの有無などに基づく個人の自由意思で
参加・脱退が可能（アソシエーション型）

財・サービスの供給
市場経済では供給されにくい非排除的で非競合
的な公共サービス，公共財（環境美化，道路整
備，祭り・イベント開催等）の供給に適合的

市場経済でも供給は可能だが，互助的な要素を
持つ財の供給（配食や送迎といった福祉関係
サービス等）に対応

受益と負担の関係
供給する公共財（サービス）は受益と負担の対
応が一対一になりにくい。受益も地域全体に及
ぶため，会費制を採用する事例もある

私的財は受益と負担の対応が一対一になり得
る。受益も地域全体には必ずしも及ばず，受益
者負担が原則となる

範域の規模と行政との関係

範域の設定
小学校区や旧町村など歴史的・伝統的に形成さ
れた単一の範域を設定しなければならない

実行組織によって範域に多少のズレがあっても
あまり問題にならない

範域の（人口）規模
総合的な委員会や部会を構成する必要があるた
め，人口規模が大きい範域が望ましい

人口の少ない範域でも取り組みやすい

行政（自治体）との関係
育成や支援には行政内部の部門間調整にコスト
が発生。両者のパートナーシップは築きやすい
が，下請け機関化するおそれもある

自治体の各部署が実行組織毎に個別対応・支援
するので，調整コストは少ない。他方で1対1の
明確なパートナーシップは築きにくい

当然加入でないケースも多く，その場合には有
志住民の片務的な活動に依存。受益が広域に及
ぶとフリーライダーの存在を許しやすい。自治
体の総合的な支援体制の継続的な実施も必要

各実行組織には自立できる経営能力や組織体制
が必要。地域マネジメントの総合的・効率的な
実施には適さない。中長期的には，安定的な
ネットワークの構築が必要

西日本の中山間地域など，すでに生活・農業生
産条件面等である程度の不利性が認められ，
様々な困難が発生している農山村

東日本（特に東北地方）の中山間地域，平地農
業地域など，生活・農業生産条件面等でなお著
しい困難が生じているとまでは言えない農山村

長野県飯田市や岐阜県恵那市の各地域自治区，
熊本県山都町の自治振興区，和歌山県の過疎生
活圏

青森県外ヶ浜町農業・農村活性化協議会,青森
県弘前市自得地区環境保全会，岩手県奥州市鳴
瀬振興組合

各型の広域地域組織への発
展可能性が認められる主な
事例

課　題

地域代表性・ガバナンス

地域マネジメント型

適合的な農山村

地域ネットワーク型

組織形態

組織体制

主たる基盤組織

サービスや財の供給と費用
負担原則

資料：筆者作成．

１） 地域マネジメント型広域地域組織の法人化

地域マネジメント型の広域地域組織にとっての最も重要な課題は，地域に根ざした地域

を代表し得る広域地域組織を実現し，その結果，地域内の総意が広域地域組織を通じて示

すことのできる自治＝協議機能と，委員会や部会といったその内部の実行組織，あるいは

外部の主体との連携による生活支援やコミュニティ・ビジネス等の経済事業を含む経済＝

実行機能を一体的・総合的，そして効率的に実行するための体制を構築することにある。

その過程において，広域地域組織の法人化が要請される可能性はある(11)。すなわち，上

記のような体制づくりができていれば，広域地域組織が直ちに法人化しないからといって，

それが広域地域組織の基本的な課題に取り組んでいないことを意味するものではない。

しかし，地域マネジメント型でも，協議組織と実行組織をめぐる権限関係や責任関係が

曖昧で，そのガバナンスが実際には機能していない場合は少なくない。地域マネジメント

型の広域地域組織のガバナンスを制度的に確立するためにも，広域地域組織が法人格を取

得することは，その有効な手段の一つであると思われる。

また，分離型①の場合でも，協議組織と実行組織をまとめて一体化させ，統合すること

も考えられる。しかし，それが現実的に困難である場合には，実行組織ごとに法人化する

しかないが，この場合の法人化は，最終報告が指摘するようなコミュニティ・ビジネスや

経済活動を行う上で法人化が有利であるという論理に拠るところが大きく，地域マネジメ

ント型の実践に向けたガバナンスの確立という面では課題を残すことになるかもしれない。 
地域マネジメント型の広域地域組織の場合，その範域に一定の人口規模が確保されてい

なければ，その活動の維持に大きな支障が生じる可能性はある。多くの広域地域組織が小

学校区などを範域としているが，それが地域マネジメント型の組織形態の維持に最適であ

るかどうかの保証はなく，むしろ規模が小さければその確立が難しいおそれもある。また，

自治体などとの連携においても，その総合性に対応し得るだけの支援体制が必要であり，

自治体にも既存の組織体制の見直しと再編が必要になる可能性は高い。

２） 地域ネットワーク型広域地域組織の将来展望

「地域クラブ」としての地域ネットワーク型の広域地域組織が，我が国の農山村で今後

広く受け入れられるかどうかは，現時点で考える限りは，受け入れられにくいと考える方

が妥当かもしれない。
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他方で，地域マネジメント型が実現できなければ，事実上は地域ネットワーク型として

広域地域組織が機能する蓋然性はある。第 1 に，仮に広域地域組織に地域代表性を与えな

い方針であるとすれば，広域地域組織が地域全体に裨益することを目指す組織でなければ

ならない根拠もそれだけ弱いことになる。そうであれば，広域地域組織が進む道は，地域

マネジメント型ではなく，地域ネットワーク型広域地域組織の方であるとも言える。第 2
に，地域マネジメント型にはないメリットや利点が地域ネットワーク型にはあることから，

地域の実情などによっては地域ネットワーク型の広域地域組織の方が合目的的な場合もあ

り得ることである。

こうした，様々な現実的事情等から，地域ネットワーク型の広域地域組織が発展する余

地も，決して小さくはないと考える。

３） 広域地域組織の持続的発展

何らかのコミュニティ・ビジネスに取り組んでいる広域地域組織であれば，そこには経

済的な意味での効率性や収益性を追求する必要が生じる。他方で，同一地域内では他の主

体との競争の可能性が乏しく，効率性追求のインセンティヴに乏しい点は，広域地域組織

によるビジネスの弱点として認識されなければならない。もっとも，生活雑貨等の販売で

はスーパーなど潜在的な競争相手はいるので，まったく競争にさらされていないとまでは

言えない。むしろ，地域内の需要が先細りする中で，極めて厳しいコスト削減や経営の効

率化を求められるとも言える。要するに，地域住民の統一的意志に基づいて設立された広

域地域組織といえども，ビジネスを行う上では，綿密な市場調査や利用者の意向を汲み取

ることが重要なことには違いがないということである。

他方，集落営農組織による営農活動は，特に水田作の場合，補助金や交付金に経営が依

存せざるを得ない状況にある。この場合，政策変更のリスク対応も課題の一つとなってい

る。農業経営の政策依存が高まる中で，経営の効率性を上げるためには，青森県外ヶ浜町

の上小国ファームの事例にもみられるように，賃金や配当で地域に還元するといったモチ

ベーションを持つことも重要であろう。他方で，賃金や配当以外にも，自らの経営や地域

にも積極的に投資を行い，地域全体の生産性を上げる戦略も軽視されてはならないなど，

高度なレベルでのバランス感覚が求められる。

しかし，そうした不断の経営努力だけではコストを十分に吸収できない場合，あるいは

公共財や公共サービスの供給のためには，地区内から公平に負担を求めるような仕組みづ

くり，例えば会費の徴収なども検討される必要もある。ただし，それは長期的な課題とな

らざるを得ないかもしれない。広域地域組織においては，特に立ち上げ段階では，リーダー

層を中心とする有志らのボランティア的な活動に依存せざるを得ないが，それは広域地域

組織の持続的発展という観点からみた場合，一定の期間のうちに公平な負担を求めるよう

な仕組みに転換させていくことをあらかじめ計画しておかなければならない。
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（２） 広域地域組織への自治体による支援のあり方
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他方で，地域マネジメント型が実現できなければ，事実上は地域ネットワーク型として

広域地域組織が機能する蓋然性はある。第 1 に，仮に広域地域組織に地域代表性を与えな

い方針であるとすれば，広域地域組織が地域全体に裨益することを目指す組織でなければ

ならない根拠もそれだけ弱いことになる。そうであれば，広域地域組織が進む道は，地域

マネジメント型ではなく，地域ネットワーク型広域地域組織の方であるとも言える。第 2
に，地域マネジメント型にはないメリットや利点が地域ネットワーク型にはあることから，

地域の実情などによっては地域ネットワーク型の広域地域組織の方が合目的的な場合もあ

り得ることである。

こうした，様々な現実的事情等から，地域ネットワーク型の広域地域組織が発展する余

地も，決して小さくはないと考える。

３） 広域地域組織の持続的発展

何らかのコミュニティ・ビジネスに取り組んでいる広域地域組織であれば，そこには経

済的な意味での効率性や収益性を追求する必要が生じる。他方で，同一地域内では他の主

体との競争の可能性が乏しく，効率性追求のインセンティヴに乏しい点は，広域地域組織

によるビジネスの弱点として認識されなければならない。もっとも，生活雑貨等の販売で

はスーパーなど潜在的な競争相手はいるので，まったく競争にさらされていないとまでは

言えない。むしろ，地域内の需要が先細りする中で，極めて厳しいコスト削減や経営の効

率化を求められるとも言える。要するに，地域住民の統一的意志に基づいて設立された広

域地域組織といえども，ビジネスを行う上では，綿密な市場調査や利用者の意向を汲み取

ることが重要なことには違いがないということである。

他方，集落営農組織による営農活動は，特に水田作の場合，補助金や交付金に経営が依

存せざるを得ない状況にある。この場合，政策変更のリスク対応も課題の一つとなってい

る。農業経営の政策依存が高まる中で，経営の効率性を上げるためには，青森県外ヶ浜町

の上小国ファームの事例にもみられるように，賃金や配当で地域に還元するといったモチ

ベーションを持つことも重要であろう。他方で，賃金や配当以外にも，自らの経営や地域

にも積極的に投資を行い，地域全体の生産性を上げる戦略も軽視されてはならないなど，

高度なレベルでのバランス感覚が求められる。

しかし，そうした不断の経営努力だけではコストを十分に吸収できない場合，あるいは

公共財や公共サービスの供給のためには，地区内から公平に負担を求めるような仕組みづ

くり，例えば会費の徴収なども検討される必要もある。ただし，それは長期的な課題とな

らざるを得ないかもしれない。広域地域組織においては，特に立ち上げ段階では，リーダー

層を中心とする有志らのボランティア的な活動に依存せざるを得ないが，それは広域地域

組織の持続的発展という観点からみた場合，一定の期間のうちに公平な負担を求めるよう

な仕組みに転換させていくことをあらかじめ計画しておかなければならない。

１） 総合性と専門性

周知のように，現代の行政は既に高度な専門化が進んだため，各部署や部門をまたぐよ

うな「総合的対応」には，連絡調整事務などで，ある程度のコストが発生せざるを得ない。

このため，自治体でいえば，総務部や企画部といった広域地域組織に対応し得る組織で

あっても，そこが主体的に支援を行っているというよりも，むしろ農林課や福祉課といっ

た各部署間の連絡調整や取りまとめ業務による対応が中心にならざるを得ない。それでも，

そのような窓口となる部署がなければ，広域地域組織が自治体に支援を求める場合，事業

ごとに各部署と個別に折衝や交渉を行わなければならず，事実上，広域地域組織に調整コ

ストを転嫁することになる。よって，広域地域組織に直接対応できる部署が自治体内に存

在することの意義は，少なくとも広域地域組織のコスト節約の観点からみて，高いことは

間違いない。

他方，特に集落営農組織などから発展した広域地域組織の場合，自治体の農林課が福祉，

教育，文化などといった各部署・部門間調整の役割や機能を果たす可能性も考えられる。

しかし，一専門部署が多数の部署をまたぐ総合調整の役割を担うことは，本来想定されて

いないので，そのハードルは一般的にみれば高いと言える(12)。

自治体の支援体制に総合性が強く求められるのは，明らかに支援対象が地域マネジメン

ト型の広域地域組織の場合である。逆に言えば，地域ネットワーク型の広域地域組織には，

各専門部署が実行組織ごとに個別対応することでも十分に対応できる可能性はある。ただ

し，その場合には，各実行組織に各部署を相手に個別に要望や交渉ができるだけの事務処

理能力や交渉能力が求められるので，抽象的な表現だが，各実行組織には自己統治

（self-governance）が可能となる主体性が必須となる。例えば，法人化した集落営農組織

や NPO 法人などには，そのような主体性は一応認められる。

２） 支援形態と組織形態との相互規定性

自治体にはどのような広域地域組織を育成・支援するのか，大まかに言えば，それがよ

り総合的な地域マネジメント型の広域地域組織なのか，あるいは各実行組織が緩やかな連

携関係によって個々に存立し，各々が地域に貢献する諸活動を実践する地域ネットワーク

型の広域地域組織なのか，そのいずれかによって，自治体の支援の仕方も異なってくるこ

とは間違いない。

既にこれまでの分析結果から明らかなように，多くの事例は基本的には地域マネジメン

ト型の広域地域組織を想定しているとみなせるが，それに対する自治体の支援体制は，ま

ず，企画的あるいは総合的な調整部門となる部署を置いて，部署間の連携を図るという対

応が中心的であった。また，農林水産政策研究所（2017）では，広域地域組織の発展段階

に応じて，支援対策も総合的な支援から専門性の高い支援へと移し替えていくことも効果

的だと指摘した。
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さらに，本研究資料での分析結果を踏まえて付言すれば，広域地域組織の各実行組織は

その発展や成長に応じて，協議組織からある程度の権限や責任を委譲させていくことも必

要になると言えるだろう。その場合には，地域マネジメント型と地域ネットワーク型が一

つの広域地域組織において同時に両立・実現するという意味で，広域地域組織の新たな発

展段階へと到達する可能性があると言ってもよかろう。

３） 支援の継続と対応方向

広域地域組織と自治体との関係は，一方的な支援・被支援という関係から，互いに必要

としあうパートナーへと進化させていく必要がある。しかし，それは自治体側からみると，

広域地域組織への予算や人員面での支援は永続的に行うことを前提とするのではなく，短

期的にはともかく，中長期的に目標とする広域地域組織の自立化の実現によって，予算削

減や打ち切りを念頭に置いたものになっていることが少なくないと思われる。

そのような自治体側の論理によるところが大きい広域地域組織への支援方針は，中長期

的な広域地域組織の育成にとって正負両面の効果があり得る。メリットは，取組の期限な

どを区切ることで，広域地域組織の努力を引き出し，広域地域組織が自立化する確率を高

めることが期待されることである。逆に，デメリットは，支援期間を過ぎてこれ以上の支

援が望めないのであれば，そこから先は自助の努力を怠りがちになる点である。他方で，

自治体に広域地域組織に対する何らかの中長期的なコミットメント(13)が別途あれば，支援

継続を前提とする広域地域組織の取組を中長期的に促す可能性もある。

こうしたことからも，基本的には自治体による支援は継続性が確保されることを確約す

ることが望ましい。ただし，自治体の財政負担面などの問題も考慮すれば，支援に期限を

設けるのか否かという二者択一ではなく，広域地域組織に対して，今後どのような権限や

機能を委譲させていくのかといった，広域地域組織の自立後を見据えた行政とのパート

ナーシップの姿や形をより具体的に描くことが重要な課題だと思われる(14)。

もう 1 点，広域地域組織の取組は，基本的には住民の自助努力に依存するところが大き

いため，既に人口が極端に少なく高齢化も著しく進んだ農山村などでは取組が困難な地区

もある。こうした地区に対しては，広域地域組織への支援とは別に，自治体がどう対応す

るのか方針も示す必要がある。先にも指摘したが，合併で広域化した自治体で，地域自治

区制度やそれに類する自治区制度を導入する場合，自治区間格差が生じるおそれがある。

この場合，条件の有利な自治区と不利な自治区との格差を埋めることを企図した支援も十

分に考慮しなければならない。あるいは，行政が仲介して他地区との連携や統合を図るこ

とを念頭に置いた支援も考慮すべきであろう。 

４） 営農関係組織を核とするネットワーク型広域地域組織への支援体制

 集落連携によって広域化した集落営農組織や中山間地域等直払制度の集落協定組織，

多面的機能支払の活動組織など，営農関係組織にも広域地域組織としての発展の可能性

が見出されることは，本研究による青森県や岩手県の調査結果から明らかとなった。
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他方，営農関係組織等の窓口となる自治体の関係部署は，主に農林課などであるが，

仮に広域地域組織として営農関係組織が機能する場合，生活や福祉に関する部署間連携

に課題が生じる。既に指摘したように，集落営農組織や集落協定組織などから発達する

広域地域組織は，主にネットワーク型の広域地域組織となることが想定される。その場

合には，必ずしも自治体内での横の連携は必要不可欠ではないとも言える。

他方で，農山村において，農林業に所得や雇用を産み出す産業としての役割だけを求

めるのではなく，青森県の「地域経営」が想定するように，営農関係組織が核となって

地域社会を統治し，総合的かつ効率的に地域をマネジメントするための地域マネジメン

ト型広域地域組織としての可能性も，地域によっては改めて確認する必要があるし，自

治体の農林課が主体となって営農関係組織を核とする広域地域組織の育成や支援に取

り組める支援体制を自治体に構築していく必要も認められる。また，そのためには，国

や都道府県から市町村に適切な体制づくりを働きかけていくことも効果的だろう。 

（３） 本研究の結論と今後の研究課題
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さらに，本研究資料での分析結果を踏まえて付言すれば，広域地域組織の各実行組織は

その発展や成長に応じて，協議組織からある程度の権限や責任を委譲させていくことも必

要になると言えるだろう。その場合には，地域マネジメント型と地域ネットワーク型が一

つの広域地域組織において同時に両立・実現するという意味で，広域地域組織の新たな発

展段階へと到達する可能性があると言ってもよかろう。

３） 支援の継続と対応方向

広域地域組織と自治体との関係は，一方的な支援・被支援という関係から，互いに必要

としあうパートナーへと進化させていく必要がある。しかし，それは自治体側からみると，

広域地域組織への予算や人員面での支援は永続的に行うことを前提とするのではなく，短

期的にはともかく，中長期的に目標とする広域地域組織の自立化の実現によって，予算削

減や打ち切りを念頭に置いたものになっていることが少なくないと思われる。

そのような自治体側の論理によるところが大きい広域地域組織への支援方針は，中長期

的な広域地域組織の育成にとって正負両面の効果があり得る。メリットは，取組の期限な

どを区切ることで，広域地域組織の努力を引き出し，広域地域組織が自立化する確率を高

めることが期待されることである。逆に，デメリットは，支援期間を過ぎてこれ以上の支

援が望めないのであれば，そこから先は自助の努力を怠りがちになる点である。他方で，

自治体に広域地域組織に対する何らかの中長期的なコミットメント(13)が別途あれば，支援

継続を前提とする広域地域組織の取組を中長期的に促す可能性もある。

こうしたことからも，基本的には自治体による支援は継続性が確保されることを確約す

ることが望ましい。ただし，自治体の財政負担面などの問題も考慮すれば，支援に期限を

設けるのか否かという二者択一ではなく，広域地域組織に対して，今後どのような権限や

機能を委譲させていくのかといった，広域地域組織の自立後を見据えた行政とのパート

ナーシップの姿や形をより具体的に描くことが重要な課題だと思われる(14)。

もう 1 点，広域地域組織の取組は，基本的には住民の自助努力に依存するところが大き

いため，既に人口が極端に少なく高齢化も著しく進んだ農山村などでは取組が困難な地区

もある。こうした地区に対しては，広域地域組織への支援とは別に，自治体がどう対応す

るのか方針も示す必要がある。先にも指摘したが，合併で広域化した自治体で，地域自治

区制度やそれに類する自治区制度を導入する場合，自治区間格差が生じるおそれがある。

この場合，条件の有利な自治区と不利な自治区との格差を埋めることを企図した支援も十

分に考慮しなければならない。あるいは，行政が仲介して他地区との連携や統合を図るこ

とを念頭に置いた支援も考慮すべきであろう。

４） 営農関係組織を核とするネットワーク型広域地域組織への支援体制

集落連携によって広域化した集落営農組織や中山間地域等直払制度の集落協定組織，

多面的機能支払の活動組織など，営農関係組織にも広域地域組織としての発展の可能性

が見出されることは，本研究による青森県や岩手県の調査結果から明らかとなった。

１） 広域地域組織の異なる発展過程の解明

広域地域組織の今後の発展にとって，「総合性」と「革新性」，あるいは「自治」と「経

済」という，相反する二つの概念の高いレベルでの両立が大きな課題の一つである。

広域地域組織のタイプは，より一般的な地域マネジメント型が現時点ではその中心であ

り，総合的で自治と経済の両立などに適したタイプでもある。しかし，本研究では，現実

の様々な制約要因などから，地域マネジメント型の実現は今後の課題，あるいは困難な場

合も多いことを実態調査結果から示した上で，地域マネジメント型のオールタナティヴと

して，地域ネットワーク型の広域地域組織の展開方向を，現時点において十分に示すこと

ができた。

そこで，二つの異なるタイプの広域地域組織が，与えられた各地の農山村の環境下で，

どのような課題に直面するのか，また，今後どのように地域の様々な課題に取り組み，こ

れをどのように解消し得るのかを検討した。その結果，地域マネジメント型の総合性や効

率性は地域ネットワーク型に対して優位しているが，それは，人口規模が一定数いること，

自治体の総合的な支援体制が確保されていること，そして，当然加入制などによって大半

の住民の参加と負担が確保されていることなど，いくつかの条件を暗黙の前提としている

ことを指摘した。他方で，地域ネットワーク型の広域地域組織にも，現実的な観点及び理

論的観点から，いくつかの長所や利点が認められることを明らかにし，その潜在的可能性

を認めることができた。

ここで強調されるべきことは，地域マネジメント型と地域ネットワーク型のどちらがよ

り優れているかという優位性の順位付けではなく，オーソドックスな地域マネジメント型

の広域地域組織と，そのオールタナティヴとしての地域ネットワーク型の，双方からの広

域地域組織の発展可能性を，農山村の置かれた地域性なども考慮しながら追求していくこ
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とが重要だということであり，その具体的な姿や支援方策を明らかにすることが今後の課

題である。

特に，ネットワーク型の広域地域組織に関しては，自治体とのパートナーシップのあり

方，NPO や農協，大学といった地域外部の中間支援組織との連携過程で，どのようにネッ

トワークが構築・拡大されるのかなど，現場におけるネットワーク型広域地域組織の今後

の展開状況とその発展の方向性を見ながら，実証的な研究を継続していく必要がある。

地域マネジメント型，地域ネットワーク型にはそれぞれに長所と短所があるので，両者

が互いに補い合うことで，次世代の広域地域組織のあり方が見える可能性がある。更に言

えば，そこには一種の弁証法的な発展過程が存在するという仮説（第終－1 図）を実証し

ていくことも，今後の研究課題として残された。

地域マネジメント型
広域地域組織

地域ネットワーク型
広域地域組織

二項対立の発展的な
解消過程

二項対立

地域課題の解決を担う
広域地域組織の新たな設立

自治会連合会を
上位組織とする

ヒエラルキー型組織

集落営農組織，社会福
祉法人，NPO等による
ネットワーク型組織

地域課題に総合的・効率的に対応し，
地域に革新をもたらす広域地域組織の実現

－現状の展開状況－

地域マネジメント型を核として
緩やかな組織間連携による

革新性の発揮

網羅的な地域ネットワーク型の
実現による総合的・効率的な

地域マネジメント

－今後の発展方向－

第終－１図 広域地域組織の発展過程の仮説 

資料：筆者作成. 

２） 広域地域組織の育成と支援システムの構築に向けた課題

本研究では，政策研究の視点から，広域地域組織に対する支援のあり方についても言及

し，いくつかの含意を得た。支援する広域地域組織のタイプ，特に地域マネジメント型の

場合，自治体の支援体制もそれに合わせた対応が必要となること，逆に地域ネットワーク

型であれば，必ずしもそのような対応が必要不可欠ではないことも指摘した。 

また，集落営農組織などの営農関係組織から広域地域組織への発展の可能性は十分に認

められ，その場合には，自治体の農林課などが主体となって，地域マネジメントの視点か
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ら支援を行う必要性も認められることなど，具体的な指摘を行った。

広域地域組織への支援は，最終的には広域地域組織と自治体とのパートナーシップをど

のように構築するかという構想をできる限り具体的に示し，実現することを目標・目的と

するべきである。しかし，現時点では，いずれも抽象的で曖昧な目標を掲げて広域地域組

織の取組やその支援が実施されていることも明らかになった。

その具体的なあり方は，基本的には市町村など自治体が示すべきである。しかし，国，

都道府県，市町村という行政の重層構造において，住民主体の広域地域組織という公共的

なシステムをどのように現場へ供給するのか，その具体的な検討を行う必要はある。

なお，国・都道府県・市町村の役割分担については，序章で説明したように最終報告に

おいても検討されており（序章；第序－3 表参照），市町村は広域地域組織の取組方針の明

示，国や都道府県は地域運営組織を支援する「プラットフォーム」の構築を行うとされた。

確かに市町村が主体となって取組方針の明示は行うべきだが，それが国や都道府県による

法制度等による裏打ちを持つことにより，更に強化される可能性はある。反面，法制度の

整備がかえって市町村の自由な発想や自主性を損なうおそれも指摘される。よって，特に

地域マネジメント型の広域地域組織の支援については，両者のバランスを考慮しながら，

3 者の役割分担を慎重に構築する必要がある。 

３） 営農関係組織を核とする地域ネットワーク型広域地域組織の可能性

農業の生産過程における人びとのつながりを組織基盤とする集落営農組織や直払制度の

協定に基づく活動組織等が現に存在する地域であれば，それら営農関係組織の諸活動が，

人びとの生活面にも外部効果をもたらし得る。そのような営農関係組織を含む地域ネット

ワーク型の広域地域組織を構築することは，新たに広域地域組織を設立するコストや各種

の調整コスト節約の観点からも一定の合理性が認められる。

そのような営農関係組織を基軸とする複数の地域組織がつながった地域ネットワーク型

の広域地域組織には，地域マネジメント型と比べてもいくつかの利点があり，今後の展開

の可能性がある。しかし，これまでの政策的な後押しが必ずしも十分ではなく，その展開

が現時点では部分的・限定的であるネットワーク型の広域地域組織の展開に向けた諸条件

の検討も，今後の研究課題として指摘しておく。

また，農山村でも条件不利である地域ほど農業生産の規模拡大効果は一般的には得にく

く，集落営農組織等が設立しにくいといった実態もある。そうした地域では，例えば生活

支援や福祉の取組を担う主体となる広域地域組織をまず設立し，それが発展拡大して各農

家の営農支援にも取り組むなど，その現場の現状に合った柔軟な対応方針を示していくこ

とも課題として指摘しておきたい。

注 1 なお，米里地区の各自治会や老人クラブと鳴瀬振興組合との連携関係もある。 
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とが重要だということであり，その具体的な姿や支援方策を明らかにすることが今後の課

題である。

特に，ネットワーク型の広域地域組織に関しては，自治体とのパートナーシップのあり

方，NPO や農協，大学といった地域外部の中間支援組織との連携過程で，どのようにネッ

トワークが構築・拡大されるのかなど，現場におけるネットワーク型広域地域組織の今後

の展開状況とその発展の方向性を見ながら，実証的な研究を継続していく必要がある。

地域マネジメント型，地域ネットワーク型にはそれぞれに長所と短所があるので，両者

が互いに補い合うことで，次世代の広域地域組織のあり方が見える可能性がある。更に言

えば，そこには一種の弁証法的な発展過程が存在するという仮説（第終－1 図）を実証し

ていくことも，今後の研究課題として残された。

地域マネジメント型
広域地域組織

地域ネットワーク型
広域地域組織

二項対立の発展的な
解消過程

二項対立

地域課題の解決を担う
広域地域組織の新たな設立

自治会連合会を
上位組織とする

ヒエラルキー型組織

集落営農組織，社会福
祉法人，NPO等による
ネットワーク型組織

地域課題に総合的・効率的に対応し，
地域に革新をもたらす広域地域組織の実現

－現状の展開状況－

地域マネジメント型を核として
緩やかな組織間連携による

革新性の発揮

網羅的な地域ネットワーク型の
実現による総合的・効率的な

地域マネジメント

－今後の発展方向－

第終－１図 広域地域組織の発展過程の仮説

資料：筆者作成. 

２） 広域地域組織の育成と支援システムの構築に向けた課題

本研究では，政策研究の視点から，広域地域組織に対する支援のあり方についても言及

し，いくつかの含意を得た。支援する広域地域組織のタイプ，特に地域マネジメント型の

場合，自治体の支援体制もそれに合わせた対応が必要となること，逆に地域ネットワーク

型であれば，必ずしもそのような対応が必要不可欠ではないことも指摘した。

また，集落営農組織などの営農関係組織から広域地域組織への発展の可能性は十分に認

められ，その場合には，自治体の農林課などが主体となって，地域マネジメントの視点か

2 範囲の経済性は，複数財を同時に生産することによって生産費用が節約されることを指す。すなわち，それ

ぞれの財を個別に生産した場合の平均費用よりも，それらを同時に生産する方が低い平均費用で生産できるこ

とを指す。
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3 広域地域組織が主体となって移住・定住対策に取り組む事例については，農林水産政策研究所（2017）で

取り上げた長野県飯田市の事例もある。また，関連して佐藤（2018）は，飯田市の住民地域組織と新規居住

者（移住者）との関係を，新規居住者が地区の成員かつヨソ者である「二面性」と，彼らの地域活動への関

与の類型に着目して整理した。

4 多面的機能支払交付金で支払対象となる活動は，多面的機能を支える共同活動（農地維持支払交付金）と，

地域資源の質的向上を図る共同活動（資源向上支払交付金）となっている。前者は，農地の法面の草刈，水

路の泥上げ，農道の路面維持等の基礎的活動などが支援対象であり，後者は水路，農道，ため池の軽微な補

修，植栽による景観形成，ビオトープづくり，施設の長寿命化のための活動などが支援対象である。

5 全国各地での現地調査結果に基づいて，農協と地域運営組織との関係性の論点を整理・検討した研究として，

寺林(2017)がある。寺林(2017)は，農協側からみた地域運営組織と関わる意義として，協同組合が持つ本来の

役割である組合員あるいは地域住民の生活面・経済面での支援だけでなく，農協が本来の活動だけでは作れ

ない，地域の多様な主体との新たな関係構築が可能になることを指摘している。なお，本研究資料付録にあ

る寺林報告はその成果の一部である。

6 青森県七戸町の白石地区では，無人農産物販売所で得られた売上の 2 割を地域貢献のために基金化していた。

これは取組を通じた地域貢献のためであり，その利益が地域全体に裨益するために必要な調整コストが比較

的小さい方法であると解釈できる。

7 なお，本研究で対象とした事例では，和歌山県田辺市の三川
み か わ

地区や同県日高川町の寒川
そうがわ

地区が，生活・定住

条件や集落の規模などの面で山陰地方の中山間地域の状況に比較的近い事例だと思われる。ただし，和歌山

県の両地区は林業が産業の中心で，農業は一部の直売などを除けばほぼ自給的である。また，和歌山県の事

例では水田面積が非常に少ないので，水田農業を担う集落営農組織等の展開が皆無であるという点でも，山

陰地方の農山村の状況とは異なっている。

8 最終報告でも市町村の持続的な取組体制を構築することは指摘されていた。序章の第序－3 表を参照。 

9 総務省において 2016 年 12 月から 2017 年 6 月にかけて計 6 回（この他にワーキンググループも計 2 回開催）

開催された「地域自治組織のあり方に関する研究会（座長：名和田是彦法政大学教授）」では，都市部を対象

として，住民自治の強化や行政と住民との協働の推進などを目的とする組織（地域自治組織）のあり方を研

究した（同研究会開催要綱より）。2017 年 7 月に公表された同研究会の報告書（地域自治組織のあり方に関

する研究会，2017）では，土地改良区などの公共組合に対しては，結社の自由の例外として，法的に当然加

入制が認められていることから，地域自治組織が同様の公共組合となる場合を念頭に置いた「基本的な制度

設計のイメージ」を整理した。また，同様に特別地方公共団体としての地域自治組織のイメージも整理した。

同報告書では，当然加入制の導入には慎重な検討は必要だが，地域自治組織の実態として当然加入制のよう

に運用されている団体もあることから，そのあり方の合理化や透明化を図るべきとの意見が出されたものの，

なお議論を深めることが必要と指摘した。

10 広域地域組織がその活動によって供給する財やサービスの消費の排除性が満たさなければならないので，

広域地域組織の供給する財やサービスは，排除性と競合性をどちらも満たす私的財，あるいは排除性を満た

すクラブ財である必要がある。しかし，地域環境の美化活動などのように，排除性を満たさない公共性のあ

るサービスや財の供給も広域地域組織の代表的な活動には含まれることが多い。他方，特に実行機能に特化

した広域地域組織（分離型②）であれば，少なくとも理論的には会員制の広域地域組織はあり得る。しかし，

公共財ないし公共財的なサービスを供給する活動については，純粋な会員制の広域地域組織での対応は難し
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く，何らかの形で住民が全員参加する協議組織との連携が求められる。ただし，そのような地域クラブ的要

素を持った広域地域組織であっても，実際には一部の有志が広く地域全体に貢献することを目指すという活

動方針を掲げることが，調査事例では専らであった。こうした広域地域組織の場合，その活動への参加をい

かに住民全体へと広げることができるかが目標になることはあっても，それを限定する方向に向かっていた

事例は皆無であった。

11 総務省自治行政局地域自立応援課地域振興室が 2016 年に全市町村（有効回答 1,718 市町村）を対象に実施

した地域運営組織の活動状況等による調査（総務省地域力創造グループ，2017）によれば，地域運営組織の

組織形態で圧倒的に多いのは任意組織であり，法人格を持つ地域運営組織は全体の 14％にすぎない。 

12 熊本県の事例では，知事からのトップダウンで組織が動き，取組が進んだ経緯があった。職員からの発意

に基づくボトムアップで組織全体を動かし，こうした取組を進めるには，トップからその支持や後ろ盾を取

り付けることができれば，不可能とは言えないが，事実上は不可能に近いし，そのような発意をするインセ

ンティヴやモチベーションが職員にあるかも不明確である。

13 コミットメントとは，ある行動をとることの「保証」である。例えば，広域地域組織が活動するための施

設を自治体が新たに建設するなど，自治体にとって回収不可能な一定額の費用を支出するといった不可逆的

な行動や政策を自治体が行うことで，自治体の広域地域組織への支援政策が短期的に終わるのではなく，中

長期的に継続されることを「保証」することが，ここでいうコミットメントに相当する。

14 行政と地域運営組織とのパートナーシップについては，最終報告にも言及があった（序章；第序－3 表参

照）。しかし，それが具体的にどのようなことを示すのか，あるいは，行政の権限や予算の委譲までを意味す

るのかは明らかではない。
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3 広域地域組織が主体となって移住・定住対策に取り組む事例については，農林水産政策研究所（2017）で

取り上げた長野県飯田市の事例もある。また，関連して佐藤（2018）は，飯田市の住民地域組織と新規居住

者（移住者）との関係を，新規居住者が地区の成員かつヨソ者である「二面性」と，彼らの地域活動への関

与の類型に着目して整理した。

4 多面的機能支払交付金で支払対象となる活動は，多面的機能を支える共同活動（農地維持支払交付金）と，

地域資源の質的向上を図る共同活動（資源向上支払交付金）となっている。前者は，農地の法面の草刈，水

路の泥上げ，農道の路面維持等の基礎的活動などが支援対象であり，後者は水路，農道，ため池の軽微な補

修，植栽による景観形成，ビオトープづくり，施設の長寿命化のための活動などが支援対象である。

5 全国各地での現地調査結果に基づいて，農協と地域運営組織との関係性の論点を整理・検討した研究として，

寺林(2017)がある。寺林(2017)は，農協側からみた地域運営組織と関わる意義として，協同組合が持つ本来の

役割である組合員あるいは地域住民の生活面・経済面での支援だけでなく，農協が本来の活動だけでは作れ

ない，地域の多様な主体との新たな関係構築が可能になることを指摘している。なお，本研究資料付録にあ

る寺林報告はその成果の一部である。

6 青森県七戸町の白石地区では，無人農産物販売所で得られた売上の 2 割を地域貢献のために基金化していた。

これは取組を通じた地域貢献のためであり，その利益が地域全体に裨益するために必要な調整コストが比較

的小さい方法であると解釈できる。

7 なお，本研究で対象とした事例では，和歌山県田辺市の三川
み か わ

地区や同県日高川町の寒川
そうがわ

地区が，生活・定住

条件や集落の規模などの面で山陰地方の中山間地域の状況に比較的近い事例だと思われる。ただし，和歌山

県の両地区は林業が産業の中心で，農業は一部の直売などを除けばほぼ自給的である。また，和歌山県の事

例では水田面積が非常に少ないので，水田農業を担う集落営農組織等の展開が皆無であるという点でも，山

陰地方の農山村の状況とは異なっている。

8 最終報告でも市町村の持続的な取組体制を構築することは指摘されていた。序章の第序－3 表を参照。

9 総務省において 2016 年 12 月から 2017 年 6 月にかけて計 6 回（この他にワーキンググループも計 2 回開催）

開催された「地域自治組織のあり方に関する研究会（座長：名和田是彦法政大学教授）」では，都市部を対象

として，住民自治の強化や行政と住民との協働の推進などを目的とする組織（地域自治組織）のあり方を研

究した（同研究会開催要綱より）。2017 年 7 月に公表された同研究会の報告書（地域自治組織のあり方に関

する研究会，2017）では，土地改良区などの公共組合に対しては，結社の自由の例外として，法的に当然加

入制が認められていることから，地域自治組織が同様の公共組合となる場合を念頭に置いた「基本的な制度

設計のイメージ」を整理した。また，同様に特別地方公共団体としての地域自治組織のイメージも整理した。

同報告書では，当然加入制の導入には慎重な検討は必要だが，地域自治組織の実態として当然加入制のよう

に運用されている団体もあることから，そのあり方の合理化や透明化を図るべきとの意見が出されたものの，

なお議論を深めることが必要と指摘した。

10 広域地域組織がその活動によって供給する財やサービスの消費の排除性が満たさなければならないので，

広域地域組織の供給する財やサービスは，排除性と競合性をどちらも満たす私的財，あるいは排除性を満た

すクラブ財である必要がある。しかし，地域環境の美化活動などのように，排除性を満たさない公共性のあ

るサービスや財の供給も広域地域組織の代表的な活動には含まれることが多い。他方，特に実行機能に特化

した広域地域組織（分離型②）であれば，少なくとも理論的には会員制の広域地域組織はあり得る。しかし，

公共財ないし公共財的なサービスを供給する活動については，純粋な会員制の広域地域組織での対応は難し
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